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明治24年地価修正運動史料
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概要 明治新政府が国家財政の基礎をかため るため に実施 した地租改正は,地 域の実情 にそ

ぐわない形で強行 されたため,改 正反対一揆が起 き,租 率を下げ ざるを得な くな った。 しか

し,そ の基礎 とな るべ き地価が不当 に高 く,地 域 による偏差が著 しい ことか ら,府 県会議員

の指導 の もとで修正運動 が展開 した。1890年 に帝国議 会が開設 され る と,こ こに舞台 は移

り,地 価修正法案の提出をあ ぐって論議が重ね られたが,容 易 に進 まなか った。その中で,

運動の中心 に立 った三重の天春文衛,大 阪の東尾平太郎 と広島の脇栄太郎の3議 員が,1891

年10月,「 減租参考一斑」 を作成 し,地 価修正 の趣 旨を説 いて全 国 に協力 を求 めた。 その内

容を全文紹介 し,解 説をつ けた。
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Abstract The new Meiji government conducted land-tax reform in order to consoli-

date the foundation of national finances. However, this reform was forcibly con-

ducted in a form contrary to the actual situation within the region. Thus the 

reform caused uprisings by those opposing the reform. This led to the 

government's reductions of the land tax rate. However, since the land prices which 

should have been the basis for the tax reform were unfairly expensive and there 

were significant deviations seen between regions, prefectural assembly members 

took the lead in developing the land price revision campaign. The main stage for 

discussing this matter later moved to the newly established Imperial Diet in 1890. 

Although there were many discussions regarding the submission of a land price re-

vision bill, the situation did not easily develop. Three assembly members in the cen-

ter of this campaign were, Bun-ei Amagasu of Mie, Heitaro Higashio of Osaka, and 

Eitaro Waki of Hiroshima, who created the document called "Genso Sanko Ippan" 

in order to explain the spirit of a land price revision plan, asking for nationwide 

cooperation. This paper introduces the full text of that document and provides 

comments.
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あまかす

ここに紹介する史料は,明 治24年10月 に,当 時衆議院議員であった天春文衛(三 重県選

出)・東尾平太郎(大 阪府選出)・脇栄太郎(広 島県選出)の3名 が,地 価修正運動を進め

るために全国に訴えて理解を求めた長文の 「減租」の説明書である(1)。

徳川時代に土地丈量の単位,俵 装,年 貢収取方法と租率など,す べて統一性を欠いてい

た実態を見事に説明 し,そ の上で地租改正実施の具体的な特徴を論述する。明治6年 か ら

実施され同14年 に終了 した改正が,そ の実,山 口県などに見るように公平を欠き,土 地丈
ママ

量の 「緩漫放難」,地 目地種の混乱,地 価評価の基準となる米麦価格の不備など,正 当な

ものと見ることができず,数 々の問題を抱えていたことを指摘する。明治9年 三重県を中

心にした東海および茨城県に大規模な改正反対一揆が展開 し,維 新政府が実施 した地租を

最大財源とする土地問題の基本政策と対決する。政治的危機を自覚 した政府は,急 遽地租

を地価の3%か ら2.5%に 下げて対処する。

しか し,生 活権にかかわって民衆の抵抗は続 く。大蔵省租税局にあって地租改正を担当

した有尾敬重が大正3年 に著 した 「森地租の沿革』(復 刻,御 茶の水書房,1977年)は,

「山形県の南村山郡の内6ケ 村,北 村山,最 上郡が全部,三 重県朝明郡の内5ケ 村,岐 阜

県の内1ケ 村,和 歌山県牟婁郡が4ケ 村,兵 庫県印南郡の内5ケ 村,川 辺郡1ケ 村,鳥 取
　ラ

県久米八橋両郡の全部,福 井県坂井郡が全部,大 野郡が3ケ 村」が,明 治14年3月 か ら始

まった地価修正に対 して,検 査員の鑑定に服 しないときは,3ケ 年間検見坪刈 して修正す

るという方針に,頑 として反対 したことを記 している。同書に解説を付 した福島正夫氏

は,坪 刈検地に対抗 した三重県の5か 村と和歌山県の3か 村を挙げ,と くに三重県の1村

は,3か 年頑張りとおして 「官 と争を致 し」たことを評価 し,「当時における村 ぐるみの

不屈の闘争といわねばな らぬ」と評価 した。ここが著者の一人,天 春文衛の立つ地域であ

り,運 動の原点であろう。

その後,地 価修正問題は,長 く各地に運動を巻き起こす。本書は,そ の間帝国議会開設

という活動の場を得て,国 政と対峙する修正運動の動きを,国 家政策と民衆 レベルでの判

断を対比 して適確に記述 して,全 国の有志に奮起を訴えた ものである。明治23年11月 か ら

始まった第1議 会では大阪 ・愛知 ・三重 ・高知など西 日本の1府17県 の国会議員による地

価修正法案の実現を図 り,24年 の第2議 会では,大 同団結運動以来の地租軽減案(地 価の

2%と する)が 出され,そ れに対処 して2府22県 の議員の運動に拡大,こ の年大阪で地価

修正請願同盟の大会が開かれるなどの実績の上に,本 書はまとあ られ,一 層の運動の進展

を期するものであった。修正運動は,第13議 会で地価922万4,830円 を減額 させ,一 方地租

は実質1,764万413円 を増徴 された。 ここに至って32年 度に地価の地域的不均衡を緩和され
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て 幕 を 閉 じる こ と にな った が,そ こ に至 る民 衆 サ イ ドの 切 実 な 減 租 の 思 いが この 史 料 に結

実 して い る。

さて,こ の 冊 子 を 作 成 した3人 につ いて 紹 介 して お く。 天 春 文 衛(弘 化4年11月10日 ～

あさけ ほ ぼ おし

昭和2年8月24日)は,三 重県伊勢国朝明郡保々村大字中野1番 屋敷の豪農。家は武蔵忍

藩領に属 した中野村ほか47か 村の代官を務あた。岐阜県に勤務 したが,地 租改正の実施に

当って官を辞 して帰郷。戸長 ・朝明郡吏を務めたあと,明 治13年 三重県会議員となる。国

政選挙へは,第1・2・13・14回 総選挙に当選。明治23年7月1日 の第1回 衆議院総選挙

では,第3区(桑 名 ・員弁 ・朝明)か ら当選,自 由倶楽部所属,第2回 総選挙(明 治25年

2月15日)と 第3回 では弥生倶楽部に所属 して当選。選挙では員弁の木村誓太郎と競合 し

た。その後立憲自由党 ・立憲政友会に所属。明治30年4月 か ら37年9月 まで貴族院多額納

税者互選議員。この間,帝 国農会議員,三 重県農工銀行(明 治30年12月 設立)の 頭取,三

重農会副会長を長期にわたって務めた。

大正13年6月 の農務局による調査 「50町歩以上ノ大地主」によると,天 春文衛は田畑59.8

町を三重郡 ・員弁郡で所有,小 作人187人 。ちなみに員弁郡稲部村の木村秀興(誓 太郎の

子)は 員弁郡で145.6町所有,小 作人450人,い ずれも三重県下有数の地主であった(2)。同14

年6月 の 「貴族院多額納税者議員互選資格者調」 によると,天 春は資産50万 円,納 税額

1,588円97銭 とある。直接国税額でみると,同 年同月で天春文衛は,農 業,1,593円84銭,

木村誓太郎は,農 業,2,693円86銭 となっている(3)

かれの長年にわたる農政への功を称えて,大 正11年11月 三重県彰功会は,そ の等身銅像

を津の楷楽公園の山趾に建てた。 しか しアジア太平洋戦争で供出されて姿を消 した(4)。

東尾栄太郎(嘉 永4年9月 ～大正8年10月8日)は,大 阪府河内国志紀郡道明寺村大字

林36番 屋敷の人。林村屈指の農家で,早 く副戸長 ・戸長を務め,自 由民権期には立憲政党

(自由党の別働隊)に 参加。最初の大阪府会には南河内郡選出の議員 となり,泉 南郡選出の
がい

佐佐木政又(岸 和田藩士の家筋)と ともに地価修正運動に取 り組んだ。府会郡部会長 ・大

阪府立農学校長 ・大阪府農会会頭 ・高野鉄道社長などを歴任。衆議院議員としては,通 算

7回,第1・2・3・4・7・8・9回 総選挙に当選 し,在 職11年10か 月に及んだ。第1

回選挙では大阪第7区(河 内の石川 ・八上 ・古市 ・安宿部 ・錦部 ・丹南 ・志紀 ・丹北 ・大

県 ・渋川の10郡)で 圧倒的な強さで当選。自由倶楽部所属。その後は弥生倶楽部 ・同志倶

楽部 ・立憲革新党 ・進歩党 ・憲政本党に所属 した(5)。明治29年 の綿花輸入関税撤廃に際 し

ては,全 国の綿作農家のために紡績資本と対抗 して奮闘 し,と くに河内の民衆にとって忘

れ られない人物である。
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大阪府下の河内 ・和泉 ・摂津の地価修正運動について もっとも精力的に精密な研究を相

次いで発表 してきたのは,北 崎豊二氏である。早 くか ら服部敬 ・山口之夫氏 らの史料紹介

を踏まえて自らも関係者の家と地域か ら原史料を発掘 して,地 域的な特色を全国的な視野

の中で分析 した。いま当面,最 新の業績のみ紹介 しておきたい。「地価修正運動 と地主一

帝国議会開設前の大阪の運動を中心に」(地 方史研究協議会第56回 大会成果論集 『敦賀 ・

日本海か ら琵琶湖へ一 「風の通 り道」の地方史一』(雄 山閣,2006年)

脇栄太郎(弘 化4年10月 ～明治41年12月7日)は,広 島県賀茂郡寺西村大字西条東37番

屋敷に住む。庄屋 ・戸長を務め,賀 茂郡書記 ・広島県会議員 ・同議長を歴任。山陽鉄道 ・

中国紡績(広 島市蟹屋村)の 各重役,私 立関西中学校財団理事となる。衆議院第1回 総選

挙で広島県第5区(賀 茂郡)か ら無所属で当選,そ の後第3・5・9回 にも当選,計4回

無所属の議員として活躍,一 時立憲政友会にも属 した。地主的性格はほとんどない。地租

改正時に戸長職にあった。広島県は地租改正 によって旧地租額よ り新地租額が14.2%増

加,租 率 も2.5%増 えていた。 とくに安芸8郡 は改出率が高 く,賀 茂郡 ・御調郡は地租増加

の特別の地域であった。 したがって,広 島県会では脇は地価修正運動を推進 し,国 会開設

後は国政 レベルでの運動に西 日本の代表格として参加 していた。賀茂郡広村の藤田菊太郎

らによる 「広島県地価修正請願同盟」にも加わっていたと思われる(6)。

国会における地価修正運動の中心に立った天春 ・東尾 ・脇の3人 に共通するのは,そ れ

ぞれの出身地で府県会議員として早 くか ら修正運動に取 り組み,国 政の場 に登場するに

当っては自由倶楽部 ・弥生倶楽部の流れがあったと思われる。かれ らを支える府県に地租

改正によって生 じた増租問題があって,広 い修正運動が存在 したことも注目される。

三重県に関 しては,ま だ大阪ほど個別の綿密な調査がなされていないが,『 四日市市史』

第11巻 史料編近代1(1992年)が 明治14年 の朝明郡の事例を,『三重県史』資料編近代1・

政治行政1(1987年)が 明治24年 の運動を,『明和町史』史料編第2巻(2006年)が 明治

25年 の南勢の事例を紹介 し,天 春の背景を知る手がか りが提供されている。

さて,こ の3名 の出会いはどのような形で実現 したのか。 もちろん国会議員として同系

の党派に属するか らであるが,具 体的にはどうか。

東尾の背景は,早 く大阪府下についての北崎氏の多 くの研究にあるが(7),広島の脇の立

つ安芸地方はどうだったか。先に少 し触れたが,『伊勢新聞』が掲載する天春文衛の談話

はその間の事情をよく物語っている。明治24年6月20日 付で始まった 「地価取調に付天春

代議士の談話」を見ると,山 陽道 ・九州の遊説によって 「山口県の農家が地価の安 くして

地租を納むる軽少,為 に恩沢を蒙 り居る事は掩ふべか らざる事実」とし,反 当 りの収穫調
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査の誤 りがあり,「山口県に限り此取調表のなきは先づ第一一の不審なり」とする。また同月

24日付の続編によると,前 年帝国議会で種々激論の上特別地価修正案が賛成107,反 対125

で否決された時,山 口ではその報に接 して,氏 神の祭典を行い,紙 芝居 ・花角力 ・餅投げ

などを して大喜び。遊説旅行中の天春の目には,山 口県が恵まれているのに対 して 「山陽

道中にも広島県の如き,決 して山口県と日を同 じくして論定すべきに非ず,聞 く同県下農

民の一部は百方生活の策を講ぜ しも,到 底県地の能 く130万人の人民に生活の策を与ふる

道な く」,他 国に移住 し,ハ ワイに出稼ぎするものが多いと述べている。

同 じく6月25日 付の記事では,22日 東京芝口1丁 目聚星館で地価修正委員会が開かれ,

「地価修正の大体方針に,偏 軽の地方は其侭据置き,偏 重の地方だけ軽減するに止むる事」

を決議 したとする。この時三重県会議員の木村誓太郎が常務委員の1人 に選出された。

同 日号は続 いて,「天春,脇,東 尾3代 議士の上京」を報 じ,天 春が一昨 日23日に四日市

港か ら海路熱田に航 しそれより汽車で上京。これはかねて大阪大会で選挙された地価修正

に関する衆議院議員中の委員3名 が東京で相会 し,25年 度分修正の意見を定め,そ の材料

等を調査するためという(8)。このような経緯で3名 が共同作業に入 り,翌 年の予算案作成

に向って地価修正のために特段の呼びかけが登場することになった。その時の議論の根拠

が 「積年苦慮審案」の結果として 『減租参考一斑』に凝縮 して,読 む者を して感動せ しあ

る。

なお,こ の間の事情は黒田展之r天 皇制国家形成の史的構1造』(法律文化社,1993年)

が政治史研究として優れた内容を もち,天 春の考えが,高 知県選出の林有造(第1回 総選

挙では自由倶楽部,の ち立憲自由党,立 憲政友会に所属)に よる 「地価地租修正法案」作

成に協力 したことが指摘 されている。この著書は,三 重県における 「三重同盟倶楽部」,

三重県が中心 となって発起 し(お そ らく天春文衛か),1府8県 からなる 「地価修正請願

同盟」の結成にも触れている。あわせて,長 岡新吉 「明治20年 代の地租軽減論について」

(弘前大学 「人文社会』17号,1963年)も 参照の必要がある。三重県関係では,「天春文

衛一代之略歴書」を一部引用 し,地 租改正反対運動の 「主謀者」であった木村誓太郎の修

正運動参加に触れ,こ こに紹介する 「減租参考一斑」の発刊 も年表に掲げている。

ここに述べた地方名望家こそ,最 初の総選挙で,人 口の1%に 当る50万人弱によって国

政に登場 した人物である。明治23年8月30日 出版の栗阪又七編 『帝国名誉録』には,20万

人に近い全国の名望家の名がある。政治 ・経済 ・社会の各部門で,坂 野潤治氏の言う 「下

か らの努力」で 「明治デモクラシー」を展開 した人たちである。地価修正運動は,そ の恰

好の素材を提供 している。
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付 記

翻刻 に当 っては,適 宜読点 をつ け,漢 字は常用漢字 を宛 てた。「コ ト」「トモ」「シテ」 な どの合字

は カナ2字 に変えた。

・王一一一■
口

(1)酒 井所蔵。これに先立つ明治23年1月1日 調 「地価修正表 田之部」を所蔵 している。

45府県 ・77国郡(北 海道 ・沖縄を除 く)に ついて段別 ・現在地価 ・修正地価 ・増減 ・増

減歩合 ・改定地価 ・反当収穫米 ・反当地価 ・石代 ・利子が表示されている。右端上部欄

外に 「第1期 衆議院へ提出 天春文衛特別地価修正案 附属表」と朱書があり,反 当地

価については75国郡の数値を朱書で訂正,石 代について も同様,朱 で48国 郡の数値が訂

正されている。

この修正表によって地価増減の比率をみると,増 加率では,岩 手県のうち旧水沢県 ・

旧岩手県 ・旧青森県がもっとも高 く31.5～31.6%,山 口県の28.52%が 目立っている。一

方減少率では,大 阪府のうち,旧 界県の高安郡17.32%,河 内16郡 と和泉4郡 が17.33%,

摂津1市7郡17.34%が 高率を示 している。三重県では,旧 三重県11.91%,旧 度会郡

11.92%,広 島県では,旧 小田県と旧広島県がともに11.36%。 この数値はまだ最終案で

はないが,『減租参考一斑』の指摘する地租改正の地域不均衡の問題点をよく提示 してい

る。

また旧蔵者を示す 「田」の字を丸で囲んだ小さな朱印が捺されている。裏面に 「神姫
バス相原 三村孝一」と青インキで書き込 まれ,「氷土町小山 ・井中」ともある。察す

るに,原 蔵者は兵庫県丹波の田艇吉ではなかろうか。かれは明治23年 まで氷上郡長を務

め,第1回 衆議院選挙で兵庫県第3区(氷 土 ・多紀)か ら立候補 して法貴発に敗れた。

しか し法貴の死亡による補欠選挙で明治24年 当選,弥 生倶楽部に所属 した。明治25年2

月の第2回 選挙で も弥生倶楽部か ら立って当選 している。ちなみに,弟 の田健治郎は,

明治9年 の地租改正反対一揆の裁判では,名 古屋裁判所安濃津支庁にあって判事補とし

て関係 した。のち明治23年 に中央官界に入 り,衆 議院議員,貴 族院議員,男 爵にもなっ

た。

(2)農 業発達史調査会編 『日本農業発達史7』(中 央公論社,1965年)757頁 。

(3)渋 谷隆一編 『大正昭和 日本全国資産家地主資料集』II(柏 書房,1985年)307頁 。織

田正誠 『貴族院多額納税者名鑑』(太洋堂出版部,1936年)227,230頁 をも参照。

(4)浅 野儀史(松 洞)「 続三重県先賢伝』(別 所書店,1933年,の ち復刻東洋書院,1981

年)。 なおこの銅像の台石は,津 市栄町1丁 目960～961番 地,近 鉄 とJRの 踏切のそば,

JA三 重の一角にあるが,銅 像はない。三重県史編さんグループの瀧川和也氏の調査に

よると,土 台石は142セ ンチ四方の上に石を積み重ねて地面から高さ249セ ンチ。その上

に等身大の銅像があったが,今 はない。代 りに長方形の高さ93セ ンチ,幅39セ ンチ四方

の石碑がある。その正面と背面に次の一文が刻まれている。

く　　

「大正十一年建三重県農会副会長天春文衛翁銅像於此,翁 風貌魁偉処事明快夙画農業之

進展為萬人所景仰　,今 薙東亜大戦方酉甘,乃 順応国策欲充戦資之一端以撤去之,翁 泉下

之霊亦応莞爾諒之,轍 記其事以伝後」
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(裏面)

「 三重県農会長 馬岡次郎撰文

元三重県農会長 宇佐美祐次書」

な お,台 石 正 面 に 「天 春 文 衛 翁 菖 礎 石 」 と刻 ん だ プ レー トが はめ こ まれ て い る。

(5)『 藤 井 寺 市 史 』 第2巻 通 史 編3近 代 』(1998年),里 上 龍 平 氏 執 筆,225頁 以 下 。

(6)有 元 正 雄 『地 租 改 正 と農 民 闘 争 』(新 生 社,1968年)220,409,544～548頁 。 な お,

『広 島 県 史 』 近 代 現 代 資 料 編1(1973年)の723頁 お よ び828頁 以 下 に,明 治24年 か ら31

年 に いた る地 価 修 正 運 動 が 紹 介 され,こ の 間 の 脇 栄 太 郎 の 動 きが 判 明 す る。

(7)北 崎 豊 二 『初 期 帝 国 議 会 下 の 地 価 修 正 運 動 上 大 阪 府 地 方 の 地 主 と議 員 の 動 向 を 中

心 に一 』(東 大 阪市 史 紀 要 第3号,1974年)な ど。

(8)『 伊 勢 新 聞 』 マ イ ク ロ調 査 で は,三 重 県 史 編 さん グル ー プ伊 藤 裕 之 氏 の お世 話 に な っ

た 。

参 考 文 献

〔1〕

〔2〕

〔3〕

〔4〕

〔5〕

〔6〕

〔7〕

日本国政調査会編 『衆議院名鑑』(国政出版室,1977年)

憲政資料編纂会 『歴代閣僚と国会議員名鑑』(政治大学校出版部,1978年)

宮本又次 ・藤田貞一郎 ・宇田正 『佐佐木政又伝』(佐佐木勇蔵,1979年)

坂野潤治 『明治デモクラシー』(岩波新書,2005年)

山中永之佑 『近代 日本の地方制度と名望家』(弘文堂,1990年)

石川二三夫 『近代 日本の名望家と自治』(木鐸社,1987年)

高久嶺之介 『近代 日本の地域社会と名望家』(柏書房,1997年)
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ナ
ル

コ
ト

ヲ
認
メ
タ
リ
シ
ガ
故

二
、

各
地
奮
テ
之

二
従
事
シ
、
明
治
十
七
年

二
始

マ
リ
同
二
十

一
年
ヲ
以
テ
全
国

(沖

縄
県
及
北
海
道
ヲ
除
ク
外
)
悉
ク
其
業
ヲ
卒

フ
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
、
其
結
果

ニ
ヨ

レ
ハ
此
地
押

二
由
リ
、
発
覚
セ
ラ
レ
若
ク
ハ
更
正
セ
ラ
レ
タ
ル
所
ノ
田
畑
宅
地
ノ

筆
数

ハ
大
約
二
千
七
百
七
万
余
筆

ニ
シ
テ
、
之
ヲ
地
押
着
手
以
前

二
比

ス
レ
バ
増

加
ヲ
告
ゲ
タ
ル
段
別

ハ
四
拾
五
万
千
九
百
八
拾
五
町
余
歩
、
其
地
価

ハ
三
千
六
百

六
拾
七
万
八
千
余
円
、
此
地
租
金
九
拾
壱
万
七
千
百
弐
拾
七
円
余
ナ
リ
ト

ス
、
而

シ
テ
此
地
押
事
業
ノ
為

二
支
弁
セ
ラ
レ
タ
ル
費
用
ノ
大
略
ヲ
聞
ク
ニ
、
其
国
庫

ヨ

リ
出
デ
タ
ル
者
大
約
金
百
五
万
余
円

ニ
シ
テ
、
人
民

ヨ
リ
出
デ
タ
ル
モ
ノ
概
略
金

千
九
拾
三
万
余
円
ナ
リ
ト
云

フ

地
押
ノ
業
已

二
其
完
結
ヲ
告
ゲ
タ
ル
上

ハ
、
之

二
次
ギ
テ
起
ル
所
ノ
最
急
要
件

ハ
、

民
有
田
畑
宅
地
々
租
ノ
特
別
修
正
軽
減
及
ビ
地
籍
法
ノ
制
定

二
在
リ
、
地
籍
法
ノ

要

ハ
他
ナ
シ
、
地
積
ヲ
正

フ
シ
其
成
蹟
ヲ
保
持

ス
ル
ニ
在
リ
テ
、
其
法
案

ハ
主
務

省
ノ
起
草

二
成
レ
リ
ト
聞
ク
モ
、
余
輩
未
ダ
之
ガ
公
布

二
接
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
今
之

ヲ
説
ク
ニ
由
ナ
シ
、
而
シ
テ
田
畑
宅
地
ノ
地
価
特
別
修
正
地
租
軽
減
ノ

一
挙

ハ
、

主
務
省
ノ
提
出
議
案
速
カ
ニ
政
府
ノ
議
決
ヲ
経
テ
、
明
治
廿
二
年
八
月
二
十
六
日

法
律
第
二
十
二
号
ヲ
以
テ
之
ヲ
布
告
セ
ラ
レ
タ
リ
、
此
布
告
全
文

ハ
載
セ
テ
当
時
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十
余
万
人
ノ
多
キ
ニ
達
シ
、
其
中
国
税
地
租
ノ
不
納
ノ
為

二
官
没
セ
ラ
レ
タ
ル
田

畑
宅
地
ノ
ミ
ニ
テ
モ
弐
千
九
百
町
歩
余

ノ
多
キ
ニ
達
セ
リ
、
山豆
驚
嘆
セ
ザ
ル
ベ
ケ

ン
ヤ

農
家
困
弊
ノ
此
ノ
如
ク
太
甚
シ
キ
ニ
至

レ
ル
所
以
ノ
原
因

ハ
、
土
地

二
係
ル
国
税

地
方
税
及
区
町
村
民
費
ノ
過
多
過
重
ナ
ル
ニ
在
ル
コ
ト
亦
多
言
ヲ
侯
タ
ズ
、
而
テ

其
直
接
ナ
ル
原
因

ハ
、
殊

二
十
三
年
第

四
十
八
号
ノ
布
告
ヲ
以
テ
地
租
割
民
費
ノ

制
限
区
域
ヲ
放
開
セ
ラ
レ
タ
ル
ガ
為

二
、
凡
ソ
五
百
六
七
拾
万
円
ノ
負
担
ヲ
土
地

二
加

ヘ
タ
ル
ニ
在
リ
シ
ハ
明
カ
ナ
リ
、
是

二
於
テ
政
府

ハ
百
方
講
究
シ
テ
土
地
ノ

負
担
ヲ
寛

フ
ス
ル
ノ
策
ヲ
求
ム
ル
モ
、
国
税
ノ
地
租

ハ
之
ヲ
軽
減

ス
ル
ノ
順
序
関

係
太
ダ
重
大

ニ
シ
テ
、
急

二
之
ヲ
決
定

シ
難
キ
ヲ
以
テ
、
土
地

二
課

ス
ル
公
費
中

二
於
テ
其
先
ヅ
軽
減
シ
得
ベ
キ
者
ヲ
求

メ
、
首
ト
シ
テ
区
費
町
村
費
ノ
土
地

二
賦

課
セ
ラ
ル

・
制
限
ヲ
狭
縮
シ
テ
、
地
租

二
附
加
ス
ル
民
費

ハ
地
租
ノ
七
分
ノ

一
以

内
ト
為
セ
リ
、
明
治
十
八
年
八
月
第
廿
五
号
ノ
布
告

ハ
即
チ
是
レ
也

抑
モ
我
国
地
租
ノ
過
重
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
荷
ク
モ
少
シ
ク
事
体
ヲ
弁
ズ
ル
者
何
人
ト

錐
モ
之

二
驚
カ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
、
政
府
部
内
具
眼
ノ
士
之
ヲ
軽
減
ス
ル
ノ
道
ヲ
求
ム

ル
ヤ
久
シ
、
然
レ
ト
モ
之
ヲ
軽
減
セ
ン
ト
欲
セ
バ
、
須
ク
先
ツ
全
国
地
租
ノ
大
基

礎
タ
ル
田
畑
宅
地
ノ
地
積
ヲ
正

フ
シ
、
而
後

二
之
ガ
地
租
ノ
軽
重
当
否
如
何
ヲ
審

明
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
荷
ク
モ
然
ラ
ズ

シ
テ
地
積
ノ
精
粗
各
州
各
郡
参
差
錯
落
ト

シ
テ
相
斉
シ
カ
ラ
ズ
、
其
地
価
ノ
権
衡

モ
亦
各
州
偏
崎
不
倫

ニ
シ
テ
、
之
ガ
平
準

ヲ
得
ザ
ル
者
ア
ル
ニ
対
シ
、
之
ヲ
察
セ
ズ
シ
テ
、
徒
ラ
ニ
漫
然
ト
シ
テ
単

二
税
率

ノ
ミ
ヲ
減
ズ
ル
コ
ト
、
彼
前
年
明
治
十
年

一
月
四
日
二
於
ル
ガ
如
ク
ナ
ル
ト
キ
ハ
、

減
租
ノ
名
目

ハ
太
ダ
美
ナ
リ
ト
錐
ト
モ
、
其
実

ハ
各
地
方
農
業
社
会

二
被
ム
ル
所

ノ
利
益
恩
沢

ハ
彼
此
厚
薄
ノ
偏
モ
亦
太
甚
ダ
シ
、
即
チ
当
初
地
租
改
正
ノ
地
積
丈

量
太
ダ
緩
漫
ナ
リ
シ
土
地
及
ヒ
其
地
価
ノ
頗
ル
過
低
ナ
リ
シ
土
地

(山
口
県
若
ク

ハ
旧
小
倉
県
旧
水
沢
県
旧
浜
田
県
下
等
ノ
如
キ
)

二
対
シ
テ
ハ
、
其
減
租
ノ
恩
厚

キ

ニ
過
ギ
、
之

二
反
シ
テ
和
歌
山
県
三
重
県
等
ノ
如
キ
、
当
初
ノ
丈
量
寛
仮
ナ
ク

其
地
価
過
高
ナ
リ
シ
地
方
ノ
田
畑
宅
地

二
対
シ
テ
ハ
、
如
是
十
把

一
束
的
ノ
減
租

ハ
其
利
益
ヲ
被
ム
ル
コ
ト
極
メ
テ
薄
シ
ト
ス
、
顧

フ
ニ
彼
明
治
十
年
ノ
如
キ

ハ
地

租
改
正
着
手
ノ
半
途

二
際
シ
、
地
積
ノ
丈
量
整
理
ヲ
待
ツ
ニ
逞
ア
ラ
ザ
ル
ニ
当
リ
、

減
租
ノ
事
急
遽

二
発
セ
シ
ヲ
以
テ
、
十
把

一
束
ノ
減
租
モ
亦
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
ニ
出

デ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
ト
錐
ト
モ
、
明
治
十
七
八
年
ノ
時
代

二
当
リ
テ
ハ
則
チ
然

ラ
ズ
、
故

二
当
時
大
蔵
省

ハ
前
途
地
租
軽
減
ノ
準
備

二
専
ラ
其
心
力
ヲ
尽
シ
、
地

租
整
理
ノ
方
法
順
序
ヲ
講
究
シ
、
首
ト
シ
テ
田
畑
宅
地
ノ
地
積
ヲ
正

フ
ス
ル
ノ
事

業

二
着
手

ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
セ
リ
ト
云

フ

蓋
シ
地
租
改
良
ノ
要

ハ
他
ナ
シ
、
第

一
其
地
籍
ヲ
正

フ
シ
、
第
二
其
地
租
ノ
賦
課

ヲ
正

フ
ス
ル
ニ
在
リ
、
然
リ
而
シ
テ
第

一
ト
第
ニ
ト
ハ
自
ラ
是
レ
両
段
ノ
作
業

ニ

シ
テ
、
之
ヲ
混
施

ス
ベ
キ

ニ
非

ス
、
宜
ク
予
メ
之
ガ
施
行
ノ
次
第
ヲ
定
メ
、
先
ツ

地
籍
ヲ
十
分

二
整
理
シ
テ
、
而
テ
後

二
之
ガ
地
租
ノ
賦
課
ヲ
公
平

ニ
ス
ル
ヲ
以
テ

正
当
ノ
順
序
ナ
リ
ト
ス
、
若
シ
然
ラ
ズ
シ
テ
地
籍
地
租

一
斉

二
之
ガ
調
査

二
着
手

シ
、
功
ヲ
拙
速

二
求
ム
ル
ト
キ

ハ
、
官
民
共

二
煩
労

二
堪

ヘ
ズ
シ
テ
殆
ド
収
拾

ス

ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
至
ラ
ン
コ
ト
必
セ
リ
」
初
度
ノ
地
租
改
正

ハ
明
治
七
八
年

二
始

マ

リ
同
十
二
年
迄

二
其
大
半
ヲ
成
業
セ
リ
ト
錐
モ
、
当
時
ノ
主
ト
ス
ル
所

ハ
務
メ
テ
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二
達
セ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
而
シ
テ
其
再
改
正
ノ
結
果
タ
ル
利
益

ハ
寧

ロ
某
州
某
郡

二
於
ル
地
主
社
会
ノ
専
占
ス
ル
所
ト
為
リ
、
其
他
ノ

地
方

二
在
リ
テ
ハ
再
改
正
ノ
得
失
殆
ド
相
償

ハ
ザ
ル
者
多
キ
ニ
居

ル
ベ
シ
ト
思
料
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト

然
ル
ニ
、
明
治
十
二
三
年
十
五
年

二
至

ル
迄
各
地
方
農
家

一
般
其
収
穫
物
ノ
高
価

ナ
ル
ガ
為

二
非
常

二
利
益
ヲ
感
ゼ
シ
モ
、
其
実

ハ
紙
幣
増
発
ノ
影
響

二
出
テ
タ
ル

者

ニ
シ
テ
決
シ
テ
永
続
ス
ベ
キ
ノ
利
益

ニ
ハ
非
ザ
リ
シ
故

二
、
紙
幣
政
略
ノ
変
更

ト
共

二
物
価

ハ
漸

々
下
落
ス
ル
ト
同
時

二
、
地
価
モ
亦
随
テ
下
落
セ
シ
ヲ
以
テ
、

各
地
方
地
主
社
会
ノ
方
響
又
大

二
一
変

シ
、
異
キ
ニ
ハ
再
改
正
ヲ
厭
忌
セ
シ
所
ノ

多
数
ノ
農
家

ハ
、
明
治
十
六
年
以
後

二
及
ビ
テ
ハ
頻
リ
ニ
地
租
ノ
再
改
正
ヲ
熱
望

シ
、
明
治
十
八
年
ヲ
以
テ
再
改
正
ノ
実
行
ト
共

二
更

二
地
租
ノ
低
減
ヲ
与

ヘ
ラ
レ

ン
コ
ト
ヲ
願

フ
ノ
説

ハ
、
鴛
々
然
ト
シ
テ
各
地

二
相
呼
相
応
ズ
ル
ノ
勢
ヲ
現
出
セ

リ此
時

二
当
リ
テ
農
業
社
会
ノ
負
担
過
重

ナ
リ
シ
ハ
何
人
ト
錐
ト
モ
之
ヲ
認
メ
ザ
ル

ハ
莫
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
、
其

一
斑
ヲ
挙
グ

レ
バ
、
左
ノ
如
シ

年

暦

明
治
十
五
年

同

十
六
年

同

十
七
年

国

税

ノ
地

租

金
円

四
二
、九
四
五
、○
○
〇

四
三
、〇
二
九
、○
○
〇

四
二
、八
八
八
、○
0
0

へ
四

互ノ、

○
○
○

へ
雲
葦

8
0

へ
九
七
寅
○
○
○ 円

租地

脇翫

区

町

村

費

地

二

課

ス

ル
者

金

額
円

一
〇
、⊥ハ一二
一
、○
○
〇

九
、五
〇
四
、○
○
〇

一
〇
、五
一二
⊥ハ、0
0
0

合

計

土

地

ノ

負

担

円

六
二
、五
五
四
、○
○
〇

六

一
、
一
六
八
、○
○
〇

六

一
、八
八
〇
、0
0
0

右

二
掲
グ
ル
表
面
ノ
合
計
土
地

二
負
担
ス
ル
国
税
地
方
税
及
ヒ
区
町
村
費
ノ
金

額
六
千
百
八
拾
万
円
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
全
国
民
有
地

(北
海
道
小
笠
原
島
沖
縄
県

ヲ
除
ク
ノ
外
)
ノ
地
価
金
大
約
拾
六
億
五
千
五
百
万
円

二
対

ス
レ
バ
、
大
約
百

分
ノ
三
、
七
強

二
当
ル

顧
ル
ニ
、
当
初
地
租
改
正
条
例
ノ
始
メ
テ
布
告
セ
ラ
レ
タ
ル

(明
治
六
年
七
月
二

十
八
日
)
明
文

ニ
ヨ
レ
バ
、
従
前
官
庁
入
費
及
ヒ
郡
村
諸
入
費
等
地
所

二
課
シ
テ

之
ヲ
収
入
シ
タ
ル
者

ハ
、
地
租
改
正
後

ハ
総
テ
地
価

二
課

ス
ル
モ
、
其
金
額

ハ
本

地
租
額
ノ
三
分
ノ

一
二
過
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ノ
精
神

ハ
瞭
然
顕
著

ニ
シ
テ
疑
ヲ
容

レ
ズ
」
又
明
治
十
年

一
月
四
日
地
租
国
税
ノ
課
率
ノ
六
分

一
ヲ
減
ゼ
ラ
レ
タ
ル
ト

同
時

二
、
地
価

二
附
加

ス
ル
民
費
ノ
課
率
モ
亦
之
ヲ
減
ジ
テ
、
正
租
五
分
ノ

一
二

超
過

ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
旨

ヲ
布
告
セ
ラ
レ
タ
リ
」
是
等
ノ
諸
布
告
法
規

ニ
ヨ
レ
バ
、

土
地
ノ
負
担

ハ
地
租
改
正
以
後

二
於
テ
ハ
漸
次
宜
ク
軽
減

二
就
ク
ベ
キ
ノ
理
ナ
リ

シ
モ
、
法
令
ノ
変
遷

ハ
転
瞬
ノ
間

二
起
ル
者
ア
リ
テ
、
此
制
限

ハ
僅
カ
ニ
ニ
三
年

ヲ
出
デ
ズ
シ
テ
廃
止
セ
ラ
レ
、
即
チ
政
府

ハ
其
増
発
紙
幣
ノ
錆
却
元
資
ヲ
求
メ
テ

一
ノ
手
段
ヲ
工
夫
シ
、
従
来
国
庫
支
弁

二
係
レ
ル
所
ノ
河
港
道
路
堤
防
費
用
金
大

約
弐
百
余
万
円
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
地
方
税
ノ
支
弁
ト
為
サ
シ
メ

(明
治
十
三
年
第
四

十
八
号
ノ
布
告
ヲ
以
テ
)
随
テ
地
租
割
民
費
ノ
制
限
ヲ
拡
メ
テ
、
正
租
ノ
三
分
ノ

一
ト
為
シ
タ
ル
ガ
為

二
、
土
地
ノ
負
担

ハ
遂

二
前
表
ノ
如
ク
著
ク
重
キ
ヲ
加

ヘ
タ

恥
、
而
シ
テ
其
後
紙
幣
政
略
ノ

一
変
ト
共

二
物
価
、
就
中
農
産
物
価
ノ
非
常

二
低

落
ヲ
来
セ
ル
ヲ
以
テ
、
農
業
社
会
ノ
困
難

ハ
到
処

二
其
惨
状
ヲ
呈
シ
、
租
税
不
納

ノ
為

二
公
売
ノ
処
分

二
罹
ル
者
各
地
比
々
ト
シ
テ
踵
ヲ
接
シ
、
明
治
十
七
年
度

二

於
ル
全
国
地
方
農
民
地
租
不
納
其
他
ノ
不
納

二
由
リ
テ
公
売

二
罹
レ
ル
人
員

ハ
三
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ズ
シ
テ
寧
処
ス
ル
ニ
逞
ア
ラ
ザ
ラ
ン
ト
ス
、
是
レ
再
改
正
ノ
挙

ハ
、
下

ハ
人
民

二

益
ナ
ク
シ
テ
、
上

ハ
則
政
府

二
不
利
ナ
ル
ヲ
免
カ
レ
ザ
ル
ベ
シ
、
寧

ロ
此
際
再
改

正
ノ
時
期
ヲ
延
シ
、
向
後
五
ケ
年
間

ハ
之
ヲ
据
置
キ
、
以
テ
人
民
ヲ
シ
テ
姑
ク
蘇

息
寧
処

ス
ル
ノ
思
ア
ラ
シ
ム
ル
ニ
如
カ
ズ
、
然
レ
ト
モ
初
期
ノ
改
正
成
蹟
ヲ
通
観

ス
ル
ニ
、
其
収
穫
也
、
地
価
也
、
其
丈
量
也
、
彼
此
寛
厳
軽
重
ノ
不
倫
ヲ
免
カ
レ

ザ
ル
者
往
々
之
ア
リ
ト
ス
レ
バ
、
其
軽
重
ヲ
失

ヘ
ル
コ
ト
太
甚
シ
キ
地
方

二
向
テ

ハ
、
宜
ク
特
別
ノ
処
置
ヲ
施
サ
レ
、
簡
易
就
キ
易
キ
ノ
方
法
ヲ
以
テ
修
正
ヲ
加
フ

ベ
シ
、
而
シ
テ
前
途
五
年
ノ
後
ヲ
期
シ
テ
、

一
般
更
正
ヲ
施
サ
ル

・
コ
ト
ト
為
サ

バ
、
人
民
其
利
ヲ
享
ル
ヲ
得
テ
、
政
府

モ
亦
其
間

二
於
テ
審
案
熟
慮
以
テ
時
処
勢

ヲ
量
リ
テ
、
恰
当
ノ
方
法
ヲ
講
究

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
也
云
々

此
説
ヤ
、
当
時
民
間

二
在
リ
テ
ハ
、
福

沢
諭
吉
翁
等
ヲ
始
ト
シ
、
経
済

二
老
錬
ナ

ル
諸
家
ノ
熱
心

二
之
ヲ
唱

ヘ
シ
所

ニ
シ
テ
、
在
朝
当
局
者
中

二
於
テ
ハ
、
老
錬
ノ

聞

へ
高
キ
安
藤
就
高
、
市
川
正
寧
等
諸
氏
ガ
専
ラ
熱
心

二
之
ヲ
唱
道
セ
シ
所

ニ
テ

ア
リ
シ
」
是

二
於
テ
政
府

ハ
、
再
改
正
延
期
明
治
十
八
年
迄

ハ
地
価
据
置
ノ
説
ヲ

　マ
マ
　

採
用
シ
、
明
治
十
三
年
五
月
廿
日
第
廿
五
号
ヲ
以
テ
其
旨
趣
ヲ
告
布
セ
リ

(布
告

ハ
世
人
ノ
周
ク
知
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
藪

二
省
ク
)
、
此
布
告
ノ
出
ル
、
各
府
県
郡
村

異
キ
ノ
初
期
改
正

二
於
テ
地
価
ノ
過
高

ヲ
訴

ヘ
タ
ル
者

ハ
、
特
別
修
正
ノ
許
可
ヲ

得
ン
ト
欲
シ
、
県
庁

二
之
ヲ
申
請

ス
ル
者
陸
続
ト
シ
テ
踵
ヲ
接
シ
、
就
中
遠
江
全

州
和
歌
山
全
県
三
重
全
県
ノ
如
キ
ハ
、
其
全
部
ノ
地
価
之
ヲ
比
隣
州
郡

二
比
シ
テ

過
当
ナ
ル
旨
ヲ
訴

へ
、
修
正
ヲ
蒙
ム
ラ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
セ
リ
、
其
他

一
郡
乃
至

一

部
落
ノ
地
価
不
倫
過
高
ヲ
訴

ヘ
タ
ル
者
枚
挙

二
逞
ア
ラ
ズ
ト
錐
ト
モ
、
此
第
二
十

五
号
ノ
布
告

二
拠
リ
テ
願
出
セ
ル
地
方

ニ
シ
テ
、
特
別
修
正
ヲ
得
タ
ル
者

ハ
、
二

府
三
十
四
県

二
一旦
リ
、
之
ガ
為

二
減
却
セ
ラ
レ
タ
ル
所
ノ
地
租

ハ
大
約
三
十
八
万

円
ナ
リ
ト
云

フ

(但
此
二
府
三
十
四
県
ノ
内
、
明
治
十
六
年
以
前

二
於
テ
修
正
ヲ

完
了
セ
ル
者
十
八
県
、
其
他
ノ
府
県

ハ
十
六
年
以
後

二
修
正
ヲ
了
セ
ル
者
ト

ス

蓋
シ
明
治
十
三
年

二
於
テ
全
国
各
地
方
ノ
地
主
社
会
ノ
大
数
ガ
地
租
ノ
再
改
正
ヲ

厭
忌
シ
、
前

ニ
モ
述
ベ
タ
ル
福
沢
氏
等
ノ
延
期
説
ヲ
以
テ
至
当
ノ
名
説
ト
為
シ
、

第
二
十
五
号
ノ
布
告
ヲ
欣
然
感
戴
シ
タ
ル
所
以
ノ
者

ハ
、
他
ナ
シ
左
ノ
諸
原
因

二

出
タ
ル
ナ
リ
、
即
チ

第

一
原
因

明
治
十
年

一
月
四
日
ノ

聖
詔
及
同
日
ノ
布
告

二
因
リ
テ
全
国
ノ

地
租
ノ
六
分
ノ

一
ヲ
減
ゼ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
之
ガ
恩
沢

ハ
殊

二

農
業
社
会

二
波
及
シ
タ
ル
コ
ト

第
二
原
因

当
初
地
租
改
正
ノ
時

二
比

ス
レ
バ
、
米
麦
大
豆
等
ノ
諸
物
価
、
明

治
十

一
年
以
来
大

二
騰
貴
シ
、
農
業
家
ノ
利
益

ハ
著
ク
増
進
セ
シ

ヲ
以
テ
、
此
際
再
度
ノ
地
租
改
正
ヲ
要
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
寧

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ロ
再
改
正

ハ
農
家

二
向
テ
不
利
益
多
シ
、
若
シ
再
改
正
ア
ル
時

ハ
、

各
地
ノ
田
畑
宅
地

ハ
初
期

ヨ
リ
モ
幾
倍
乃
至
幾
割
力
地
価
ヲ
増
加

ス
ル
ノ
結
果
ヲ
呈

ス
ベ
キ

ハ
必
然
ノ
事
理

ニ
テ
ア
リ
シ
コ
ト

第
三
原
因

地
方

二
於
ル
初
期
ノ
丈
量

ハ
頗
ル
緩
漫
ナ
ル
者
多
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
、

若
シ
再
改
正
ヲ
受
ル
時

ハ
丈
量
ノ
精
確

二
趨
ク
ガ
為

二
若
干
ノ
増

租

二
至
ル
ベ
キ
ト
ノ
催
レ
ア
リ
シ
コ
ト

第
四
原
因

再
改
正

二
於
ル
民
費
ノ
金
額

ハ
、
寡
ク
ト
モ
全
国

一
千
万
円
以
上

一201(201)一



第7巻 第1号

正
ヲ
受
ケ
ン
コ
ト
ヲ
必
期
シ
、
管
庁

二
対
シ
テ
之
ガ
準
備
ヲ
予
メ
請
求
ス
ル
ニ
至

リ
シ
ヲ
以
テ
、
管
庁
モ
亦
必
ズ
明
治
十

四
年

二
於
テ
再
調
改
正
ヲ
為
ス
ベ
キ
旨
ヲ

明
約
シ
タ
ル
ノ
類
ア
リ
ト
云

フ

此
ノ
如
キ
情
勢

二
就
テ
ハ
、
中
央
政
府

モ
亦
予
メ
慮
ル
所
ア
リ
テ
ニ
ヤ
、
当
時
地

租
改
正
事
務
局
ノ
総
裁
参
議
大
隈
氏

ハ
、
同
局
ノ
高
等
官
有
尾
、
託
摩
、
戸
叶
、

久
野
、
片
山
、
大
塚
等
ノ
六
氏

二
命
ジ
テ
委
員
ト
為
シ
、
第
二
期
地
租
再
調
査
ノ

得
失
ヲ
講
究
セ
シ
メ
、
且
其
再
調
方
案

ヲ
起
草
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
リ
、
当
時
其
起
草

委
員
諸
氏
ガ
得
失
利
害
ヲ
講
究
セ
シ
所

ノ
大
要
ヲ
聞
ク
ニ
、
左
ノ
如
シ

地
租
改
正
法

ハ
明
治
六
年
頒
布
以
来
今

二
至
ル
迄
六
年

ニ
シ
テ
、
鹿
児
島
県
ヲ

除
ク
ノ
外

ハ
全
国
大
約
其
成
業
ヲ
奏

セ
ン
ト
ス
、
然
ル
ニ
其
成
蹟
ヲ
通
観
シ
テ

之
ヲ
夷
考
ス
ル
ニ
、
彼
此
府
県
ノ
間
甲
乙
郡
村
ノ
間

二
於
テ
其
平
準
ヲ
得
ザ
ル

者
比
々
之
ア
リ
、
然
ル
所
以
ノ
原
因

ハ
一
二
止

マ
ラ
ズ
ト
錐
ト
モ
、
要
ス
ル
ニ

当
初
従
事
ノ
官
吏
人
民
共

二
此
事
業

ノ
運
用
二
不
慣
熟
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
段
別

ノ
丈
量
、
地
位
ノ
吟
味
、
収
穫
ノ
調

査
、
利
子
ノ
差
等
、
米
価
麦
価
ノ
建
方
、

其
平
均
ノ
取
方
等
、
是
等
ノ
要
素

二
於
ル
調
査
ノ
方
法
順
序
彼
此

一
斉
ナ
ラ
ズ
、

否

一
斉
ナ
ル
コ
ト
能

ハ
ザ
リ
シ
ヨ
リ
シ
テ
、
其
結
果
此

二
至
レ
ル
ノ
ミ
」
米
価

ノ

一
事

二
就
テ
之
ヲ
視
ル
ニ
、
其
平
均
市
場
ノ
取
リ
方
宜
カ
ラ
ザ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、

隣
接
ノ
地
方
甲
乙
ノ
間
大

二
其
平
準

ヲ
失

ヘ
ル
者
ア
リ
、
即
チ
山
口
県
下
ノ
改

租

二
用
ヒ
タ
ル
米
価

ハ
、
僅
カ
ニ
石
代
金
三
円
ナ
ル
ニ
、
広
島
県
下

ハ
四
円
八

十
三
銭
ナ
ル
、
三
河
国

ハ
四
円
八
十

七
銭
ナ
ル
ニ
、
遠
江
国

ハ
五
円
強
ナ
ル
、

美
濃
近
江
尾
張

ハ
大
約
四
円
八
十
八
銭
ナ
ル
ニ
、
三
重
県
伊
勢
国

ハ
五
円
十
五

銭
ナ
ル
ガ
如
キ
是
レ
也

今
ヤ
地
租
改
正
法
第
八
章

二
明
記
セ
ル
地
価
五
ケ
年
据
置
ノ
期
限

ハ
、
各
府
県

中
或

ハ
既

二
満
チ
或

ハ
将

二
満
チ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ガ
故

二
、
此
際
宜
ク
簡
明

ナ
ル
方
法
ヲ
設
定
シ
テ
、
以
テ
第
二
期
地
租
調
査
法
ト
為
シ
テ
之
ヲ
施
行
セ
ラ

ル
ベ
シ
、
之
ヲ
要

ス
ル
ニ
、
極
メ
テ
費
用
ヲ
節
約

ニ
シ
人
民
ヲ
シ
テ
煩
労
鮮
ナ

カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
、
最
モ
肝
要
ナ
ル
ハ
言
ヲ
侯
タ
ズ
云
々

然
ル
ニ
、
当
時
朝
野
ノ
間

二
於
テ
、
地
租
改
正
再
挙
ヲ
非
ト
シ
テ
之

二
反
対

ス
ル

ノ
説
ヲ
為

ス
者
モ
亦
鮮
ナ
カ
ラ
ス
、
其
説

二
日
ク
、
表
面

ヨ
リ
之
ヲ
見
レ
ハ
、
初

度
ノ
地
租
改
正

ハ
明
治
六
七
年

二
始

マ
リ
テ
十

=

一年

二
竣
レ
ル
者
ノ
如
シ

(政

府
ノ
令
達

ニ
ヨ
レ
バ
明
治
九
年
ヲ
限
リ
テ
、
全
国
ノ
地
租
改
正
ヲ
完
了
セ
シ
ム
ル

ノ
予
期
ナ
リ
シ
ト
錐
ト
モ
、
明
治
九
年
熊
本
神
風
党
及
ビ
山
口
県
前
原
ノ
騒
乱
井

二
十
年
西
南
ノ
戦
争
等

二
際
シ
テ
、
改
正
ノ
事
業
モ
亦
之
ガ
為

二
延
引
シ
タ
ル
ヲ

以
テ
、
表
面
ノ
竣
功
ヲ
告
ケ
タ
ル
ハ
十

一
年
十
二
年

二
在
リ
ト
聞
ク
)
ト
錐
ト
モ
、

退
テ
各
州
郡
村
ノ
間

二
就
テ
之
ガ
内
部
ノ
実
況
ヲ
視
察

ス
ル
ニ
、
其
地
租
ノ
帳
簿

ト
云
ヒ
、
図
面
ト
云
ヒ
、
式
ノ
如
ク

ニ
整
完

ヲ
告
ゲ
タ
ル
者

ハ
僅
々
二
過
ギ
ズ
、

故

二
其
地
租
仮
納
ノ
計
算

ス
ラ
モ
内
部

二
於
テ
ハ
未
ダ
了
ラ
ザ
ル
者
実

二
多
キ

ニ

居
レ
リ
、
而
シ
テ
明
治
六
七
年
以
来
改
正
事
業
ノ
為

二
費
セ
ル
所
ノ
各
地
郡
村
ノ

民
費
鮮
少
ナ
ラ
ザ
ル
モ
、
是
亦
未
ダ
精
算

ヲ
告
ゲ
ザ
ル
ノ
地
方
多
キ

ニ
居
レ
リ
、

加
之
此
頃
又
地
方
制
度
ノ
改
革
ア
リ
、
郡
区
ノ
制
度
ヲ
布
カ
レ
、
府
県
会
ノ
開
設

ア
リ
、
戸
長
ノ
公
選
ア
リ
、
許
多
ノ
紛
忙
ヲ
極
ム
ル
ニ
当
リ
テ
、
今
復
タ
地
租
再

改
正
ノ
挙
ア
ラ
シ
メ
バ
、
仮
令
其
事

ハ
善
美
ナ
ル
モ
、
人
民

ハ
将

二
煩
労

二
堪

へ
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ヲ
減
ジ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
、
蓋
シ
明
治
十
二
三
年

二
於
ル
全
国
田
畑
宅
地
ノ
所
有

者
大
約
六
百
〇
三
万
五
千
余
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
改
正
ノ
為

二
低
減
セ
ル
地
租
金

ヲ
此
地
主

二
平
均
ス
レ
バ
、
毎

一
人

二
付
キ
壱
円
八
拾
四
銭
七
厘
強

二
当
ル
ニ

過
ギ
ザ
ル
ガ
如
シ
ト
錐
モ
、
試
ミ
ニ
実
際

二
就
キ
テ
地
主
社
会
ガ
当
時
改
正
新

法
ノ
為

二
被
ム
レ
ル
所
ノ
利
益
ヲ
推
算

ス
レ
バ
、
更

二
著
大
ナ
ル
者
ア
リ
、
何

ト
ナ
レ
バ
前
件
ノ
比
較

二
於
テ
、
低
減
セ
ル
千
百
拾
四
万
八
千
九
百
拾
五
円
ナ

ル
者

ハ
、
明
治
五
年
六
年
七
年
ノ
三

ケ
年
平
均
実
収
石
代
金
毎
壱
石

二
付
四
円

六
拾
壱
銭
弱
ヲ
以
テ
之
ヲ
算
出

ス
ル
者
ナ
ル
モ
、
明
治
十

一
年
以
後

二
及
ビ
米

価
頻
リ
ニ
騰
貴
シ
テ
拾
円
以
上

二
達

セ
シ
ガ
故

二
、
従
前
旧
法
ノ
地
租

二
於
テ

拾
俵
ヲ
納
メ
タ
ル
者

ハ
五
俵
以
内

ニ
シ
テ
納
租
ヲ
弁
ズ
ル
ニ
足
レ
リ
、
然
レ
バ

明
治
十
二
三
年
ノ
頃

二
於
テ
全
国
地
主
ノ
多
数
ガ
、
概
シ
テ
従
前
ノ
重
飲
苛
税

ヲ
免
レ
タ
ル
ノ
想
ヲ
作
セ
シ
モ
亦
宜

ナ
リ

然
レ
ト
モ
当
時
ノ
地
租
改
正
ナ
ル
者

ハ
、
素

ヨ
リ
勿
々
五
六
年
ノ
間

二
調
査
ヲ
経

タ
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
殊

二
其
調
査

ハ
人
民

二
於
テ
未
ダ
慣

ハ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

府
県
ノ
官
吏
モ
亦
未
ダ
慣

ハ
ザ
ル
所
ノ
条
件
多
キ
ニ
居
リ
シ
ガ
故

二
、
各
地
ノ
調

査
往
々
其
軌
ヲ

一
ニ
セ
ザ
ル
者
ア
リ
、
随
テ
土
地
丈
量
ト
云
ヒ
、
地
位
収
穫
ノ
等

差
ト
云
ヒ
、
米
麦
価
格
ノ
建
方
ト
云
ヒ
、
利
子
ノ
算
法
ト
云
ヒ
、
各
地
或

ハ
其
方

針
ト
標
準
ヲ
殊

ニ
ス
ル
者
ア
ル
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
彼
山
口
県
ノ
如
キ
、

一
種
特
出
ノ

変
体
最
モ
太
甚
シ
キ
者

ハ
他
府
県

二
於

テ
之
ナ
シ
ト
錐
モ
、
県
内
ノ

一
部

一
局

二

於
テ
、
地
価
ノ
権
衡
其
倫
ヲ
失

ヘ
ル
ガ
如
キ
ハ
比
々
ト
シ
テ
之
ア
リ
シ
、
而
シ
テ

人
民

ニ
ア
リ
テ
モ
政
府

ニ
ア
リ
テ
モ
、
是
等
ノ
不
倫
ヲ
正
ス
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ

当
初

ヨ
リ
シ
テ
夙
ト
ニ
感
ジ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
改
正
初
年

ヨ
リ
毎
六
ケ
年
目

二

其
地
価
ヲ
重
テ
改
正

ス
ル
ノ
精
神

ハ
載
テ
地
租
改
正
条
例
第
八
章

(明
治
七
年
五

月
十
二
日
第
五
十
三
号
布
告
)

二
明
カ
ナ
リ
、
其
文

二
云
ク

地
租
改
正
後
売
買

二
由
リ
地
価

二
増
減
ヲ
生

ス
ル
ト
モ
、
地
租
改
正
初
年

ヨ
リ

五
ケ
年
間

ハ
、
当
初
決
定
セ
シ
地
価

二
拠
リ
収
税

ス
ベ
シ
、
但
地
価
昂
低
ヲ
生

ゼ
シ
ト
キ

ハ
、
其
地
方
官

二
於
テ
地
券
ノ
裏
面

二
朱
書
記
入
シ
置
ク
ベ
シ

蓋
シ
五
ケ
年
間
地
価
ヲ
初
定
ノ
侭

二
据
置
キ
、
六
ケ
年
目

二
及
ビ
テ
更

二
再
調
改

正
ヲ
為

ス
ベ
キ
ノ
旨
趣

ハ
、
当
時
官
民

一
般
ノ
共

二
認
ム
ル
所

ニ
シ
テ
、
各
府
県

庁
ガ
第

一
期
ノ
地
価
ヲ
定
ム
ル
ニ
際
シ
、
管
内
人
民
中
其
収
穫
ナ
リ
地
価
ナ
リ
ノ

調
方

二
対
シ
テ
不
服
ヲ
申
立
テ
、
或

ハ
疾
苦
ノ
事
実
ヲ
具
シ
テ
之
ヲ
懇
願

ス
ル
輩

ア
ル
場
合

ニ
ハ
、
之
ヲ
諭

ス
ニ
、
前
途
六
ケ
年

二
至
レ
バ
更

二
再
調
査
ヲ
為

ス
ベ

キ
ヲ
以
テ
シ
、
収
穫
ノ
多
寡
地
価
ノ
高
低
等
ノ
小
異
同
小
不
倫
ア
ル
モ
、
須
ク
五

ケ
年
間

ハ
之
ヲ
忍

フ
ベ
キ
旨
ヲ
諭
示
シ
、
人
民
モ
亦
僅
カ
ニ
肯
服
シ
テ
之
ヲ
忍
ビ

タ
ル
ノ
実
例

ハ
、
各
地
方
比
々
ト
シ
テ
之
レ
ア
リ
シ
ガ
、
故

二
明
治
十
四
年

ハ
地

価
再
調
査
ヲ
受
ケ
ラ
ル
ベ
キ
者
ト

一
般
人
民

ハ
篤
ク
之
ヲ
信
認
シ
テ
疑

ハ
ザ
ル
ハ

勿
論
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
各
府
県
長
官
以
下
其
当
局
ノ
官
吏
ヲ
挙
ゲ
テ
、
六
ケ
年

目
再
度
ノ
調
査
ヲ
施

ス
ベ
キ
者
ト
篤
ク
信
ジ
テ
之
ヲ
疑

ハ
ザ
リ
シ
ナ
リ

是

二
於
テ
各
府
県
下
ノ
郡
村
中

二
於
テ
、
初
定
ノ
地
価
過
重
ヲ
感
ゼ
シ
部
分
、
就

中
紀
伊
国

(和
歌
山
県
下
)
遠
江
国
、
其
他
、
当
初
所
定
ノ
収
穫
米
量
及
其
地
価

　
マ
マ
　

ノ
過
度
昂
位

二
居
リ
タ
ル
地
方
人
民

ハ
、
五
ケ
年
間
ノ
辛
防
堪
忍
ヲ
歴
テ
、
六
ケ

年
目
ノ
再
調
ヲ
待
ツ
コ
ト

一
日
千
秋
ノ
思
ヲ
為
シ
、
明
治
十
四
年

二
於
テ
再
調
改
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ヲ
以
テ
同
局
ノ
総
裁

二
兼
任
セ
ラ
レ
、
之

二
副

フ
ニ
大
隈
参
議
松
方
大
蔵
大
輔
ノ

諸
氏
ヲ
以
テ
シ
、
改
正
事
務

二
関
係
ス
ル

一
切
ノ
監
督
管
理
ヲ
同
局

二
委
任
セ
ラ

レ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
同
局

ハ
改
正
調
査
ノ
順
序
約
束
ヲ
詳
明

ニ
シ
、
各
府
県

二
就
テ

其
施
行
ノ
緩
急
先
後
ヲ
審
量
シ
、
監
督

ノ
事
始
メ
テ
其
緒

二
就
キ
、
彼
山
口
県
ノ

如
キ
放
任
緩
漫
ノ
挙
動
ヲ
シ
テ
復
タ
行

ハ
レ
ザ
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
レ
リ
ト
云

フ

地
租
改
正
ノ
事
歴
中
記
ス
ベ
キ
者
頗
ル
多
シ
、
其
事
業
ノ
重
要
ナ
ル
者
ヲ
挙
グ
レ

バ
、
第

一
二
各
州
郡
村
内
各
字

二
至
ル
迄

一
般
経
界
ノ
更
正
整
理
也
、
第
二
土
地

二
関

ス
ル
官
有
民
有
所
属
ノ
区
別
処
分
也
、
第
三
隠
田
切
添
地
切
開
地
ノ
処
分
也
、

第
四
従
来
ノ
社
寺
境
内
外
区
別
其
境
外

二
属

ス
ベ
キ
土
地
ノ
処
分
也
、
第
五
各
郡

村
内

二
地
押
丈
量
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
、
第
六
土
地
丈
量
ノ
尺
度
ヲ
正
シ
其
段
畝
ノ

数
ヲ

一
定
シ
タ
ル
コ
ト
、
第
七
各
村
ノ
地
図
ヲ
完
備
シ
土
地
台
帳
ヲ
整
備
シ
タ
ル

コ
ト
、
第
八
地
位
ノ
等
級
ヲ
審
評
査
定

シ
タ
ル
コ
ト
、
第
九
収
穫
ヲ
調
査
シ
タ
ル

コ
ト
、
第
十
地
価
ヲ
調
定
シ
タ
ル
コ
ト
等
是
レ
也
、
是
等
ノ
諸
件

ハ
皆
以
テ
、
従

前
武
家
領
的
租
税
時
期

二
於
ル
数
百
年
来
素
乱
ノ
積
弊
ヲ
掃
除

ス
ル
所
以

ニ
シ
テ
、

我
国
地
租
法
上

二
於
ル

一
大
進
歩

二
外

ナ
ラ
ズ
、
其
詳
細

ハ
載
テ
地
租
改
正
報
告

書

(大
蔵
省
編
輯
)

二
在
ル
ヲ
以
テ
、
今
敢
テ
藪

二
贅
セ
ズ

地
租
改
正

ハ
前
段

二
述
ル
如
ク
、
明
治
六
年

二
始

マ
リ
テ
同
十
四
年

二
完
成
ヲ
告

グ
、
其
改
正

二
係
ル
成
蹟
ノ
要
領
ヲ
挙
グ
レ
バ
左
ノ
如
シ

改
正
田
畑
及
宅
地
ノ
段
別

四
百
八
拾
四
万
八
千
五
百
六
拾
七
町
八
畝
歩
余

旧
慣
田
畑
屋
敷
地

段
別

三
百
弐
拾
六
万
四
百
四
拾
三
町
六
段
九
畝
歩
余

右
対
比
改
正
ノ
為

二
増
加
セ
ル
段
別

百
五
拾
八
万
八
千
百
弐
拾
三
町
三
段
九
畝
歩
余

改
正
田
畑
宅
地
ノ
地
租

地
価
ノ
百
分
ノ
三
金
額

四
千
九
百
四
拾
六
万
弐
千
九
百
四
拾
五
円
余

之
ヲ
米

二
換
算

ス
レ
バ

(毎
壱
石
四
円
拾
八
銭
五
厘
弱
)

地
租
米
額

千
百
八
拾
壱
万
九
千
百
弐
石
八
斗
八
升
九
合

改
正
以
前
ノ
三
ケ
年
、
即
明
治
五
年
壬
申
同
六
年
癸
酉
同
七
年
甲
戌

二
於
ル
地
租

米
額

ハ五
年

千
弐
百
拾
三
万
五
千
百
九
拾
五
石
弐
斗
三
升
余

六
年

千
百
弐
拾
三
万
九
千
七
百
拾
弐
石
八
斗
五
升
余

七
年

千
七
拾
四
万
五
千
九
百
八
拾
弐
石
八
斗
三
升
余

右
三
ケ
年
平
均

千
百
三
拾
七
万
六
百
三
拾
石
三
斗
余

又
五
年
六
年
七
年
三
ケ
年

二
於
ル
実
収
地
租
米
代
金
ノ
平
均

一
ケ
年
分

ハ

五
千
弐
百
三
拾
六
万
八
千
五
拾
四
円
強

ナ
ル
ヲ
以
テ
、
之

二
対
比

ス
レ
バ
改
正
ノ
為

二
減
ズ
ル
コ
ト
弐
百
九
拾
万
五
千

百
九
円
余

二
当
レ
リ

又
明
治
十
年

一
月
四
日
ノ
大
詔

二
由
リ
テ
、
地
租
ノ
課
率
ヲ
百
分
ノ
弐
箇
半

二

減
ゼ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
新
制
ノ
地
租

ハ
更

二
低
減
シ
テ

四
千
百
弐
拾
壱
万
九
千
三
拾
九
円
余

ト
為
レ
ル
ガ
故

二
、
之
ヲ
前
三
ケ
年
ノ
旧
地
租
実
収
金
額
平
均

二
比

ス
レ
バ
実

二

千
百
拾
四
万
八
千
九
百
拾
五
円
余
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又
此
上
諭
ト
同
月
同
日
二
地
租
改
正
施
行
ノ
要
領
ヲ
布
告
セ
ラ
レ
タ
リ
、
其
要
領

左
ノ
如
シ

一
今
般
地
租
改
正

二
由
リ
、
旧
来
田
畑
貢
納
ノ
法

ハ
悉
皆
相
廃
シ
、
更

二
地
券
ノ

調
査
ヲ
了
ラ
バ
土
地
ノ
価

二
随
ヒ
、
百
分
ノ
三
ヲ
以
テ
地
租
ト
定
ム
ベ
シ
、
且

従
前
官
庁
及
ヒ
郡
村
入
費
等
地
所

二
課
シ
テ
之
ヲ
収
入

ス
ル
モ
ノ
、
総
ベ
テ
地

価

二
賦
課
シ
、
其
金
額

ハ
本
租
三
分

ノ

一
ヨ
リ
超
過
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
地
租
改
正
ヲ
施
行
セ
バ
、
土
地
ノ
原
価

二
随
ヒ
賦
課
ス
ル
ヲ
以
テ
、
仮
令
豊
熟

ノ
年
ト
錐
モ
、
増
租
セ
ザ
ル
ハ
勿
論
違
作
ノ
年
タ
リ
ト
モ
減
租
セ
ズ

一
地
租
改
正
ヲ
了
ル
迄

ハ
固

ヨ
リ
旧
法

二
傍
ル
ヲ
以
テ
、
従
前
租
税
ノ
甘
苦

二
因

リ
苦
情
ア
ル
モ
甚
シ
キ
偏
重
偏
軽
ノ
モ
ノ
ニ
非
レ
バ
、

一
切
受
理

ス
ベ
カ
ラ
ズ
、

但
検
見
ノ
地
ヲ
定
免
ト
シ
、
定
免
ノ
地
ヲ
被
免
検
見
ト
為
ス
等
ノ
コ
ト
ハ
総
テ

旧
慣

二
傍
ル
ベ
シ

明
治
六
年
ヲ
以
テ
政
府

ハ
地
租
改
正
ノ
大
業
ヲ
行

フ
ベ
キ
旨
ヲ
決
断
シ
、
之
ヲ
天

下

二
公
布
セ
リ
ト
錐
モ
、
此
事
業

二
対

ス
ル
反
対
論
ト
故
障
ト
ハ
、
朝
野
ノ
間

二

幡

マ
レ
ル
者
ア
リ
、
就
中
民
間

二
於
テ
有
力
ナ
ル
反
対
説
鮮
ナ
カ
ラ
ザ
リ
シ
、
其

反
対
故
障
ノ
重
モ
ナ
ル
論
点

ハ
、
第

一
人
民
財
産
ノ
既
得
権
ヲ
侵
シ
テ
其
安
固
ヲ

損
害

ス
ル
コ
ト
、
第
二
民
費
非
常

二
増
加

ス
ベ
キ
コ
ト
、
第
三
地
租
燦
カ
ニ
大
減

ス
ル
モ
、
之
ガ
為

二
商
工
税
ヲ
遽
カ
ニ
重
課

ス
ル
ト
キ
ハ
、
経
済
社
会
ヲ
シ
テ
恐

慌
素
乱
セ
シ
ム
ル
コ
ト
等
ノ
数
件

二
在

リ
」
政
府

ハ
是
等
ノ
反
対
論
ヲ
顧
慮
ス
ル

所
ア
リ
シ
ニ
ヤ
、
地
租
改
正
ノ
業

ハ
全
国

一
斉
大
挙
速
成
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
、

一
郡

一
区

ヨ
リ
漸
次

二
之
ヲ
施
行
セ
ム
ト
ス
ル
ノ
議
ヲ
採
リ
、
即
チ
人
民
ガ
速
カ
ニ
改

正
ヲ
望
ム
地
方

二
向
テ
ハ
、
明
治
六
年

ヨ
リ
直
チ
ニ
之
ヲ
施

ス
ベ
ク
、
之

二
反
シ

テ
人
民
ガ
施
行
ヲ
厭

フ
地
方

二
対
シ
テ
ハ
、
幾
年

ニ
テ
モ
之
ヲ
猶
予
シ
、
従
来
ノ

旧
慣
税
法

二
因
ラ
シ
ム
ル
モ
妨
ゲ
ナ
シ
ト
ノ
方
針

二
響
ピ
タ
リ
、
是

二
於
テ
山
口

県

ハ
独
リ
天
下

二
先
チ
テ
改
正
ヲ
望
ミ
、
明
治
六
年

ヨ
リ
之
ヲ
施
行
セ
ラ
ル

・
コ

ト
ト
為
レ
リ
」
之

二
次
デ
宮
城
県
ノ

一
小
部
分
ナ
ル
郡
村
及
ヒ
石
見
国
豊
前
国
等

モ
亦
明
治
七
年

ヨ
リ
改
正
地
租
新
制
ヲ
施
行
セ
ラ
レ
タ
リ
、
然
ル
ニ
山
口
県
及
ヒ

豊
前
石
見
等
ノ
地
方

二
於
ル
改
正
地
租
新
制
ノ
結
果
如
何
ヲ
見
ル
ニ
、
頗
ル
奇
異

ニ
シ
テ
公
平
ト
謂
ヒ
難
キ
者
往
々
有
之
、
就
中
山
ロ
ノ
如
キ

ハ
土
地
丈
量
ノ
緩
漫

放
難
ト
云
ヒ
、
地
目
地
種
ノ
混
清
曖
昧
ト
云
ヒ
、
地
価
調
査

二
供
用
セ
ル
米
価
及

ヒ
麦
価
ノ
不
倫
ト
云
ヒ
、
収
穫
ノ
過
少
ト
云
ヒ
、
之
ヲ
要

ス
ル
ニ
改
正
新
法
ノ
精

神

二
適
合
セ
ザ
ル
者
多
キ
ヲ
免
カ
レ
ズ
、
然
ル
所
以
ノ
者

ハ
他
ナ
シ
、
中
央
政
府

ノ
監
督
ガ
十
分

二
行
届
カ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
山
口
人
民
ト
其
県
庁
ト
ノ
間

二
於
テ
改

正
調
査
ノ
順
序
ヲ
正
当

二
履
行
セ
ラ
レ
ザ
ル
者
ア
リ
タ
ル
ニ
由
ル
、
政
府

ハ
是

二

由
リ
テ
大

二
省
ミ
覚
ル
所
ア
リ
、
左
ノ
両
件
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
感
ジ
タ
リ

一
地
租
改
正

ハ
、
全
国

一
斉

二
其
年
ヲ
限
リ
テ
之
ヲ
完
成
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ

ト
一
中
央
政
府
ノ
監
督
方
法
ヲ
確
定
シ
、
各
府
県
ノ
改
正
調
査
ヲ
シ
テ
、
可
成
的

一

斉
ノ
規
矩

二
従

ハ
シ
ム
ル
コ
ト

是

二
於
テ
政
府

ハ
一
郡

一
区

ヨ
リ
漸
次

二
改
正

ス
ル
ト
云

ヘ
ル
最
初
ノ
方
針
ヲ
棄

テ

・
、
全
国

一
斉

二
明
治
九
年
ヲ
以
テ
地
租
改
正
ノ
期
限
ト
定
メ
、
又
内
務
省
大

蔵
省
ノ
間

二
特

二
地
租
改
正
事
務
局
ナ
ル
者
ヲ
設
置
シ
、
参
議
内
務
卿
大
久
保
公
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リ
シ
市
街
地
武
家
地

二
施
行
セ
ン
コ
ト
ヲ
決
議
シ
、
明
治
四
年
辛
未
十
二
月
廿
七

日
ノ
布
告
及
同
五
年
壬
申
正
月
十
二
日
ノ
達
ヲ
以
テ
、
東
京
府
下
市
街
地

一
般

二

地
券
ヲ
発
行
シ
テ
、
其
地
価

二
従
テ
地
租
ヲ
賦
課
ス
、
是
レ
ヲ
我
日
本

二
於
ル
地

価
課
税
ノ
始
ト
為

ス

〔註
〕
明
治
四
年
五
年
ノ
間
ヨ
リ
明
治
六
七
年

二
一旦
リ
テ
、
政
府
ガ
施
行
セ
シ
所

ノ
地
券
税
法
、
及
ヒ
明
治
三
四
年
ノ
交

二
於
テ
神
田
孝
平
陸
奥
宗
光
諸
氏
ガ
唱

ヘ
シ
所
ノ
地
価
税
法
ナ
ル
者

ハ
、
執

レ
モ
皆
土
地
ノ
売
買
価

二
従
テ
之

二
幾
分

ノ
税
ヲ
課

ス
ル
ノ
主
義
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
地
券

二
記

ス
ル
地
価

ハ
其
売
買
ノ
度
毎

二
沽
価
ヲ
券
面

二
記
セ
シ
ム
ル
ノ
仕
組

ニ
テ
ア
リ
シ
故

二
、
当
時
ノ
所
謂
地
価

税
法
ト
地
租
改
正
成
功
後

二
於
ル
地
価
税
ト
ハ
、
其
名

ハ
同
ジ
キ
モ
其
実

ハ
則

彼
此
大

二
相
異
ナ
ル
者
ト
ス
、
看
官
請

フ
之
ヲ
亮
知
セ
ラ
レ
ヨ

政
府

ハ
既

二
地
券
税
ノ
端
ヲ
発
シ
テ
、
先
ヅ
之
ヲ
東
京
市
内

二
施
シ
、
尋
テ
之
ヲ

各
地
方
ノ
市
街
地
武
家
地

(旧
城
郭
内
又

ハ
其
他
華
士
族
等
ノ
宅
地
)

二
施
シ
テ
、

以
テ
其
法
ノ
得
失
難
易

ヲ
試
験
シ
タ
ル
上
、
之
ヲ
全
国

二
推
及
セ
ン
ト
セ
シ
モ
、

全
国
農
民
多
数
ノ
望

ハ
、
速
カ
ニ
旧
税
法
ヲ
改
メ
テ
地
価
税
法
ヲ
行
フ
ニ
在
リ
シ

カ
バ
、
大
蔵
卿
代
理
大
蔵
大
輔
井
上
馨
氏

ハ
、
渋
沢
陸
奥
松
方
等
諸
氏
ト
共

二
謀

リ
テ
、
前
途
地
租
改
正
ノ
方
案
ヲ
起
草

シ
テ
速

二
之
ヲ
各
地
方
長
官

二
頒
布
シ
テ
、

予
メ
十
分
其
得
失
利
害
ヲ
考
究
セ
シ
メ
、
其
翌
明
治
六
年
二
月
ヲ
以
テ
各
地
方
官

ヲ
東
京
大
蔵
省

二
招
集
会
同
シ
テ
、
右
地
租
改
正
法
案
ヲ
議
セ
シ
ム
、
時

二
議
員

即
チ
地
方
長
官
ノ
諸
説

ハ
大
別
シ
テ
漸
行
ト
急
施
ト
ノ
差
ア
リ
ト
錐
モ
、
之
ヲ
要

ス
ル
ニ
旧
税
法
ノ
宿
弊

ハ
一
大
改
革
ヲ
為
ス
ニ
非
レ
バ
之
ヲ
除
ク
能

ハ
ズ
、
故

二

根
底
改
正
ヲ
望
ム
ト
云

フ
ノ

一
点

二
於
テ
ハ
大
約
満
場

一
致
タ
リ
、
然
リ
而
テ
其

改
正
ノ
方
法

二
至
リ
テ
ハ
、
或

ハ
断
乎
ト
シ
テ
旧
法
ヲ
廃
シ
直
チ

ニ
地
価
賦
税
ノ

新
法
ヲ
行

フ
ニ
如
カ
ズ
ト
云
ヒ
、
或

ハ
旧
慣
方
法
ノ
地
租
額
ヲ
石
代
金

二
換
算
シ
、

既
往
若
干
年
間
ノ
平
均
ヲ
以
テ
之
ヲ

一
ケ
年
ノ
地
租
定
額
ト
シ
テ
、
定
金
納
ノ
制

ヲ
立
テ
ン
ト
云
ヒ
、
或

ハ
旧
政
府
伝
来
ノ
正
式
検
見
法
ヲ
全
国

一
般

二
施
行

ス
ル

コ
ト
ニ
三
年

ニ
シ
テ
、
以
テ
各
地
田
租
ノ
偏
碕
ヲ
正
シ
、
而
後

二
徐
々
ト
新
法
ヲ

行

ハ
ム
ト
云

フ
者
ア
リ
シ
モ
、
地
価
賦
税
ノ
法
ヲ
断
行

ス
ル
ノ
説
ヲ
賛
成

ス
ル
者

最
モ
多
数

二
居
リ
、
天
下
輿
論
ノ
帰
響

ス
ル
所
モ
亦
疑
ヲ
容
レ
ザ
ル
ノ
事
実
ナ
リ

シ
ヲ
以
テ
、
会
議
ノ
議
長
井
上
大
輔

ハ
該
法
案
ノ
会
議
決
定
ノ
上
、
直
チ

ニ
之
ヲ

上
奏
セ
ラ
レ
タ
リ
、
此
法
案

ハ
其
歳
七
月
廿
八
日
特

二
上
諭
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
全
国

二
頒
布
セ
ラ
ル
所
謂
地
租
改
正
法
即
チ
是
レ
也
、
此
上
諭

ハ
実

二
我

天
皇
陛
下

ガ
我
国
未
曾
有
ノ
聖
仁
明
断
ヲ
以
テ
、
二
千
五
百
年
来
偏
重

二
悩
ミ
タ
ル
所
ノ
農

民
社
会
ヲ
救
済
セ
ラ
レ
、
以
テ
国
民
納
租
ノ
義
務
公
道
ヲ
表
明
セ
ラ
レ
タ
ル
者

ニ

シ
テ
、
我
国
租
税
史
上

二
於
テ
古
来
未
曾
有
ノ
上
諭
ナ
リ
、
其
文
左
ノ
如
シ

上
諭

朕
惟

フ
ニ
、
租
税

ハ
国
ノ
大
事
人
民
休
戚
ノ
係
ル
所
ナ
リ
、
従
前
其
法

一
ナ
ラ

ズ
、
寛
苛
軽
重
率
ネ
其
平
ヲ
得
ズ
、
伍
テ
之
ヲ
改
正
セ
ン
ト
欲
シ
、
乃
チ
所
司

ノ
群
議
ヲ
採
リ
、
地
方
官
ノ
衆
論
ヲ
尽
シ
、
更

二
内
閣
諸
臣
ト
弁
論
裁
定
シ
之

ヲ
公
平
画

一
二
帰
セ
シ
メ
、
地
租
改
正
法
ヲ
頒
布

ス
、
庶
幾
ク
ハ
、
賦

二
厚
薄

ノ
弊
ナ
ク
、
民

二
労
逸
ノ
偏
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
、
主
者
奉
行
セ
ヨ

明
治
七
年
六
月
二
十
八
日
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年

ハ
悉
皆
旧
慣

二
伍
ル
ベ
シ
」
ト
、
抑
明
治
四
年
七
月
以
前

二
於
テ
ハ
弐
百
七
拾

余
ノ
列
藩
ア
リ
テ
、
租
税
ノ
法
制
モ
亦
各
藩
各
殊
ナ
リ
シ
ガ
故

二
、
政
府

ハ
之
ヲ

む

む

む

む

む

む

む

へ

一
般
法
則

二
改
メ
ン
云
々
ト
布
告
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
、
其
所
謂

一
般
法
則
ト
ハ
何

様
ナ
ル
画

一
整
完
ノ
法
則
ナ
ル
乎
ト
問

ハ
ぐ
、
他
ナ
シ
旧
幕
政
府
直
轄
地

二
於
テ

従
来
行

ハ
レ
タ
ル
所
ノ
田
制
租
法
即
チ
是
レ
也
、
当
時
朝
野
ノ
士
民
中
田
租
ノ
偏

重
ヲ
憂
ヒ
テ
、
之
ヲ
軽
減
シ
偏
重
偏
軽

ノ
弊
ヲ
匡
正
セ
ム
コ
ト
ヲ
望
ム
者
多
シ
ト

錐
ト
モ
、
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
其
改
正
ノ
方
法

ハ
旧
幕
政
府
ノ
遺
制
ヲ
沿
襲
ス
ル
ニ
在

リ
テ
、
別

二
一
新
機
軸
ヲ
出

ス
ノ
良
工
夫
ア
ル
ヲ
聞
カ
ザ
リ
シ
ニ
、
大
蔵
省
中
始

　

　

　

　

メ
テ

一
新
機
軸
ヲ
出

ス
ノ
議
決
ヲ
見
ル

ニ
至
レ
リ
、

一
新
機
軸
ト
ハ
何
ゾ
、
地
価

二
税
ヲ
課

ス
ル
ノ
制
是
レ
也
、
地
価
課
税
ノ
説

ハ
大
蔵
省
中
租
税
司
始
メ
テ
之
ヲ

唱

へ
集
議
院
判
官
神
田
孝
平
氏
亦
同
時

二
之
ヲ
唱
道
シ
、
其
自
説
ヲ
印
行
シ
テ
之

ヲ
世

二
公
布
シ
、
以
テ
世
上
ノ
輿
論
ヲ
誘
導
セ
リ
、
而
シ
テ
神
奈
川
県
令
陸
奥
宗

光
君
モ
亦
之

二
次
テ
、
地
券
税
法
ヲ
以

テ
従
来
ノ
地
租
法

二
代
ル
ノ
論
ヲ
作
リ
テ
、

之
ヲ
政
府

二
建
白
セ
リ
」
地
価
税
法
説

ノ

一
タ
ビ
世

二
出
ル
ヤ
、
挙
世
翁
然
ト
シ

テ
之
ヲ
賛
成
セ
ザ
ル
者
無
ク
、
就
中
各

旧
藩
領
地
ノ
州
郡
村
里

ニ
シ
テ
、
従
来
久

シ
ク
過
重
ノ
地
租
ヲ
負
ヒ
其
聚
敏

二
苦

ミ
タ
リ
シ
地
方
ノ
如
キ
ハ
、

一
日
モ
速
カ

ニ
此
地
価
税
法
ノ
行

ハ
レ
テ
、
以
テ
旧
来
ノ
重
租
ヲ
免
カ
ル

・
ヲ
得
ム
コ
ト
ヲ
渇

望
セ
リ

蓋
シ
、
明
治
四
年
辛
未
ノ
冬
三
府
及
ヒ
ニ
百
四
十
余
ノ
県
ヲ
廃
シ
テ
、
更

二
一二
府

七
十
二
県
ヲ
全
国

二
置
カ
ル

・
ヤ
、

一
県
ノ
新
管
轄
地
内

二
於
テ
、
旧
藩
数
十
ノ

領
地
ヲ
合
有
ス
ル
者
ア
リ
、
或

ハ
旧

一
藩
ノ
領
地
ヲ
分
割
シ
テ
之
ヲ
数
県

二
分
属

セ
ラ
レ
タ
ル
者
ア
リ
、
故
ヲ
以
テ

一
郡
内

ニ
シ
テ
旧
藩
数
様
ノ
税
法
ヲ
併
行
セ
ザ

ル
ヲ
得
ズ
、
其
甚
シ
キ

ニ
至
リ
テ
ハ
一
大
村
内

ニ
シ
テ
税
法
二
様

二
分
ル

・
モ
ノ

ア
リ
、
是
等
ノ
郡
村

ハ
従
前
封
建
ノ
日
二
在
リ
テ
ハ
甲
乙
異
領
ノ
人
民
各
其
地
頭

領
主
ノ
圧
制

二
伍
レ
、
自
村
ア
ル
ヲ
知
リ
テ
他
ア
ル
ヲ
知
ラ
ズ
、
終
始
局
束
セ
ラ

レ
テ
敢
テ
其
他
ノ
如
何
ヲ
顧
ル
ニ
逞
ア
ラ
ザ
リ
シ
ト
錐
モ
、
今
ヤ
然
ラ
ズ
、
均
ク

是
レ

天
皇
陛
下
直
轄
ノ
公
民
タ
リ
、
其
村
邑
ノ
租
税
也
、
土
木
也
、
治
水
也
、

山
林
也
、
万
般
ノ
事
皆

一
県
ヲ
通
ジ
テ
之
ヲ
比
較
シ
、
互

二
彼
此
ノ
軽
重
ヲ
討
議

シ
、
其
不
孝
ナ
ル
モ
ノ
不
公
平
ナ
ル
者
ア
ル
ヲ
発
見

ス
レ
バ
、
報
チ
之
ヲ
条
挙
シ

テ
地
方
管
庁

二
其
苦
情

ヲ
訴
へ
、
之
ヲ
匡
正
救
治
ス
ル
ノ
道

ヲ
求
メ
テ
止

マ
ズ
、

此
ノ
如
キ
情
勢

二
際
シ
テ
、
之
ガ
管
轄
庁
タ
ル
者

ハ
旧
政
府
伝
来
ノ
正
式
検
見
法

二
従
ヒ
テ
、
之
ガ
地
租
額
ノ
平
準
ヲ
求
メ
ム
ト
欲

ス
ル
モ
、
奈
何

ニ
セ
ム
、
従
来

其
地
積
ノ
素
乱
名
実
背
馳
セ
ル
コ
ト
前
段

ニ
モ
述
ベ
タ
ル
ガ
如
キ
ノ
田
地

二
向
テ
、

未
ダ
其
地
積
ヲ
正
サ
ズ
シ
テ
、
徒
ラ
ニ
段
別
ノ
空
名

二
依
リ
以
テ
租
額
ヲ
更
定

ス

ル
ハ
、
所
謂
其
本
ヲ
端
ラ
ズ
シ
テ
、
其
末
ヲ
斉

フ
セ
ン
ト
欲

ス
ル
寸
木
峯
楼
ノ
類

ニ
シ
テ
、
決
シ
テ
平
準
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヤ
必
セ
リ
、
是

二
於
テ
地
方
長
官

ハ
皆

之
ガ
処
置

二
苦
ミ
、
其
処
分
ノ
方
略
ヲ
大
蔵
省

二
請
求

ス
ル
者
陸
続
ト
シ
テ
踵
ヲ

接
セ
リ
ト
云

フ

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

此
ノ
如
ク
旧
政
府
伝
来
ノ
租
法
已

一二

般
ノ
法
則
ト
為

ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
而
シ
テ
旧

　

　

　

　

　

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

　

　

　

ヘ

ヘ

へ

各
藩
ノ
慣
習
税
法
モ
亦
之
ヲ
行

フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ト
セ
バ
、
別

一二

新
機
軸
タ
ル
税

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

法
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
行

フ
ハ
、
万
々
不
得
止
也
、
是

二
於
テ
カ
大
蔵
省

ハ
弥

ヨ
地
券

税
法
ノ
議
ヲ
内
閣

二
提
出
シ
テ
其
裁
可
ヲ
経
、
乃
チ
先
ヅ
之
ヲ
従
来
無
税
ノ
地
タ
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第7巻 第1号

百
年
沿
襲
ノ
久
シ
キ
人
心

二
固
結
ス
ル
コ
ト
堅
キ
者

ハ
、

一
時

二
之
ヲ
革
メ
難

シ
、
故

二
此
際
宜
ク
先
ヅ
地
所
売
買

ノ
厳
禁
ヲ
解
放
シ
テ
、

一
般
人
民

二
許
ス

ニ
土
地
所
有
ノ
権
ト
其
自
由
ト
ヲ
以

テ
シ
、

一
方

ニ
ハ
地
券
ヲ
発
シ
テ
沽
券
税

法
ヲ
施
シ
、
他
ノ

一
方

ニ
ハ
盛
ン
ニ
物
品
税
若
ク
ハ
印
税
等
ヲ
起
シ
テ
、
以
テ

新
税
源
ヲ
開
ク
ベ
シ
、
而
テ
是
等
ノ
諸
新
税
法
漸
ク
整
ヒ
、
各
其
実
ノ
挙
ル
ニ

随
テ
、

一
方

二
向
テ
ハ
漸
次

二
従
来

田
畑
ノ
地
租
ヲ
減
シ
テ
、
以
テ
生
産
ノ
増

殖
ヲ
勧
ム
ベ
シ
、
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
全
国
ノ
地
宜

二
応
ズ
ル
物
産
ヲ
繁
殖
セ
シ
メ
、

又
邦
俗
固
有
ノ
工
芸
並

二
邦
人

二
適
応

ス
ベ
キ
工
業
ヲ
勧
メ
、
以
テ
是
等
ノ
物

産
ヲ
海
外

二
輸
出
シ
テ
我
国
必
用
ノ
品
ト
交
易
シ
、
海
関
保
護
税
ノ
主
義
ヲ
活

用
シ
テ
、
以
テ
輸
入
物
品
ノ
税
率
ヲ
軽
重
シ
テ
貿
易
ノ
権
衡
ヲ
平
カ
ニ
ス
ル
ト

キ
ハ
、
海
外

ヨ
リ
幾
多
ノ
利
益
ヲ
吸
収
ス
ル
コ
ト
モ
亦
得
テ
期
ス
ベ
キ
也
、
此

ノ
如
ク
ニ
シ
テ
内
国

二
於
テ
ハ
租
税
法
ノ
平
準
ヲ
正
シ
、
以
テ
農
家
地
租
偏
重

ノ
弊
ヲ
矯
メ
、
漸
次
公
平

二
帰
セ
シ
ム
ベ
シ
、
顧

フ
ニ
此
改
正
ノ
業
タ
ル
実

二

理
財
上
ノ

一
大
要
務
タ
ル
ガ
故

二
、
今
ヤ
内
国

一
般
廃
藩
更

二
府
県
制
ヲ
布
行

セ
ラ
ル

・
ノ
時
機

二
際
シ
、
宜
ク
速

カ
ニ
之
ガ
計
画

ヲ
為
サ
ぐ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

云
々

前

ニ
モ
述
ル
如
ク
、
税
法
改
正

ハ
当
時
緊
急
至
要
ノ
問
題
ト
為
リ
シ
ヲ
以
テ
、
政

府
モ
亦
其
改
正
計
画

二
着
手
セ
ン
ト
欲

シ
タ
リ
ト
錐
ト
モ
、
其
何
ノ
処

ヨ
リ
シ
テ

手
ヲ
実
際

二
下

ス
ベ
キ
カ
、
緩
急
先
後

ノ
順
序
ヲ
定
ム
ル
ノ
極
メ
テ
難
キ
ニ
苦
ミ

タ
リ
」
当
時
各
州
各
郡

二
存
在
ス
ル
所

ノ
武
家
領
的
租
税
ノ
遺
物

ハ
紛
素
錯
雑
殆

ド
名
状
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
試
ミ
ニ
各
州
郡

田
畑
ノ
地
積
ヲ
視
ル
ニ
、
其
称
シ
テ
壱
歩

ト
謂

フ
者
ノ
内

二
於
テ
、
或

ハ
方
六
尺
五
寸
、
或

ハ
方
六
尺
三
寸
、
或

ハ
方
六
尺

二
寸
五
分
、
或

ハ
方
六
尺
ヲ
以
テ
壱
歩

(即
壱
坪
)
ト
為
セ
ル
者
有
之
、
其
壱
段

歩
ト
唱

ヘ
ラ
ル

・
者
ノ
中

二
於
テ
、
或

ハ
九
百
歩
ヲ
以
テ
シ
、
或

ハ
三
百
六
拾
歩

ヲ
以
テ
シ
、
或

ハ
三
百
歩
ヲ
以
テ
シ
、
或

ハ
ニ
百
五
拾
歩
ヲ
以
テ
壱
段
歩
ト
為
セ

ル
者
ア
リ
、
又
其
租
率

二
至
リ
テ
ハ
或

ハ
七
公
三
民
ア
リ
、
或

ハ
六
公
四
民
ア
リ
、

或

ハ
五
公
五
民
ア
リ
、
又
其
検
視
ノ
方
法

二
於
ル
、
坪
刈
籾
摺
ノ
目
安
、
各
藩
各

殊
、
或

ハ
六
合
摺
或

ハ
五
合
五
勺
摺
或

ハ
五
合
摺
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
租
米

ノ
苞
装
容
量

二
於
テ
モ
、
亦
各
藩
各
殊
、
或

ハ
五
斗
入
、
或

ハ
四
斗
五
升
入
、
或

ハ
四
斗
三
升
入
、
或

ハ
三
斗
五
升
入
ア
リ
、
而
シ
テ
其
本
租
米
ノ
外

二
附
加
シ
テ

之
ヲ
徴
収

ス
ル
所
ノ
米

二
、
日
ク
出
目
米
、
日
ク
延
米
、
日
ク
欠
米
、
日
ク
込
米
、

日
ク
合
米
、
日
ク
ロ
米
等
種
々
ノ
名
ヲ
以
テ
ス
ル
者
ア
リ
、
況
ン
ヤ
其
検
田
歩
積

ノ
伸
縮
租
額
ノ
軽
重

ハ
名
ト
実
ト
大

二
相
背
馳

ス
ル
者
多
ク
、
名

ハ
壱
段

ニ
シ
テ

其
実

ハ
壱
町
乃
至
七
八
段
ノ
広
サ
ナ
ル
者
ナ
リ
、
又
之
ト
反
対
ナ
ル
者
ア
リ
、
或

ハ
数
町
ノ
熟
田
ニ
シ
テ
全
ク
石
高
ヲ
脱
シ
壱
升
ノ
租
税
ヲ
ダ
モ
課
セ
ラ
レ
ザ
ル
者

ア
レ
バ
、
之

二
反
シ
テ
狭
隆
ナ
ル
古
田
ニ
シ
テ
過
度
ノ
石
高
ヲ
負
ヒ
、
随
テ
本
租

及
ヒ
石
高
割
ノ
諸
賦
税
ヲ
負

フ
者
ア
リ
、
弊
端
百
出
、
富
豪
者

ハ
僥
倖
ヲ
占
メ
テ

軽
租
ヲ
納
メ
、
貧
弱
ナ
ル
農
民

ハ
益
々
重
租

二
苦
メ
リ
、
田
制
税
法
ノ
潰
乱
モ
亦

太
甚
シ
ト
謂

フ
ベ
シ

是

ヨ
リ
先
キ
明
治
四
年
辛
未
七
月
廿
四
日
ヲ
以
テ
、
政
府

ハ
全
国

二
布
告
シ
テ
日

ク
、
今
般
藩
ヲ
廃
シ
、
県
ヲ
置
キ
シ
ニ
因
リ
、
租
税

ハ
一
般
ノ
法
則

二
改
ム
ベ
シ

ト
錐
ト
モ
、
因
襲
ノ
久
シ
キ

一
時

二
改
正
セ
バ
、
却
テ
民
情

三
戻
ラ
ン
、
因
テ
本
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(表
紙
)

減
租
参
考

一
斑

減
租
参
考

一
斑

(活
版
印
刷
)

明
治
四
年
以
還
地
租
沿
革
ノ
大
要

明
治
四
年
辛
未
ノ
歳
廃
藩
置
県
ノ
挙
ア
リ
、
其
翌
五
年
壬
申
ノ
歳
全
国

一
般
行
政

ノ
改
革
更
張
ノ
事
業
方
サ
ニ
始

マ
ル
ニ
際
シ
、
理
財
上
至
難
至
重
ノ
問
題
多
々
叢

起
セ
リ
、
而
シ
テ
就
中
最
モ
急
要

ニ
シ
テ
亦
最
モ
困
難
ナ
ル
ハ
税
法
改
正
ノ
事

ニ

テ
ア
リ
シ
、
此
時

二
当
リ
当
局
ノ
諸
公
ガ
将
サ
ニ
施
サ
ム
ト
ス
ル
所
ノ
税
法
改
正

ノ
目
的

ハ
、
我
国
従
前
数
百
年
来
沿
襲
紛
素
セ
ル
所
ノ
旧
弊
ヲ

一
掃
シ
テ
、
以
テ

全
体
ノ
税
務
ヲ
統

一
改
正
シ
、
即
チ

一
面

ハ
農
家
ノ
負
担
偏
重
ノ
積
弊
ヲ
匡
正
シ
、

以
テ
民
力
ヲ
休
養
シ
、
他
ノ

一
面

ハ
税
制
ヲ
改
良
シ
歳
入
ヲ
増
殖
シ
テ
、
以
テ
財

政
ヲ
輩
固

ニ
ス
ル
ニ
在
リ
、
而
シ
テ
当
時
理
財
家
ト
セ
ラ
レ
タ
ル
識
者
社
会

(大

隈
井
上
伊
藤
渋
沢
等
ノ
諸
氏
)
ガ
朝
野
ノ
間

二
奔
走
シ
テ
、
専
ラ
首
唱
セ
シ
所
ノ

税
法
改
正
ノ
意
見
ヲ
聞
ク
ニ
、
其
大
意
左
ノ
如
シ

税
法
改
正
意
見
ノ
大
意

夫
レ
皇
国
ノ
税
法
タ
ル
、
上
古

ハ
兵
農
分
レ
ズ
賦
税
別
無
カ
リ
シ
モ
、
中
古
以

来
政
権
武
門

二
移
リ
、
封
建
ノ
勢
ヲ
成
セ
シ
ヨ
リ
、
兵
農
全
ク
分
レ
、
賦
税
ノ

制
モ
亦
大

二
偏
シ
、
農
民
特
リ
過
重
ノ
租
税
ヲ
負
ヒ
、
之
ガ
聚
敏

二
苦
ム
コ
ト

久
シ
、
今
ヤ

皇
威
換
発
シ
テ
郡
県
ノ
形

二
復
シ
、
百
揆
斉

一
二
帰
セ
ム
ト

ス
、

此
際

二
当
リ
テ
、
経
国
理
財
ノ

一
大
本
タ
ル
税
法
ヲ
改
正
更
張

ス
ル
コ
ト
実

二

急
務
中
ノ
最
モ
急
務
ナ
リ
」
抑
租
税

ハ
之
ヲ
賦
課

ス
ル
ニ
、
上
下
均

一
ナ
ラ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
貧
富
公
平
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
故

二
従
来
ノ
如
ク
耕
作
労
力

ノ
社
会

ニ
ノ
ミ
偏

二
之
ヲ
賦
課

ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
宜
ク

一
般
消
費
者
ヲ
シ
テ

之
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
ヲ
要

ス
、
且
又
物
品

二
課

ス
ル
ニ
有
用
品

ニ
ハ
之
ヲ
薄
ク

シ
テ
、
無
用
品

ニ
ハ
之
ヲ
重
ク
ス
ル
ハ
、
普
通
ノ
公
理
タ
リ
、
然
リ
ト
錐
ト
モ

我
国
従
来
ノ
租
税
歳
入

ハ
、
田
租
ヲ
主
ト
シ
テ
之
レ
ニ
頼
リ
テ
、
以
テ
経
済
ヲ

立
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
故

二
、
検
見
取
ノ
方
法
ノ
如
キ
、
五
公
五
民
ノ
法
ノ
如
キ
、

今
俄
カ
ニ
之
ヲ
廃
シ
之
ヲ
更
メ
ン
ト
ス
ル
モ
、
其
レ
将
タ
何
等
ノ
良
法
便
法
ノ

以
テ
之

二
代
ル
ベ
キ
者
ア
リ
ヤ
ト
問

ハ
ぐ
、
恐
ク
ハ
之
レ
無
ル
ベ
シ
、
蓋
シ
数
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